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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は就業人員数を表示している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、第２期中は１株当たり中間純損失であるため、第３期は１

株当たり当期純損失であるため、記載していない。 

４ 第４期中（平成17年８月23日）に普通株式10株を１株とする株式併合を行っている。 

  

  

回次 第２期中 第３期中 第４期中 第２期 第３期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 131,767 127,609 141,041 303,239 319,588

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △1,836 589 316 5,245 4,036

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △1,977 399 100,465 508 △145,206

純資産額 (百万円) 25,694 26,552 22,654 28,023 △119,240

総資産額 (百万円) 385,422 376,236 226,794 380,811 267,621

１株当たり純資産額 (円) △21.53 △17.24 △352.37 △9.88 △746.36

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) △9.89 2.00 4,958.43 2.54 △726.15

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― 0.46 1,312.82 0.59 ―

自己資本比率 (％) 6.7 7.1 10.0 7.4 △44.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △22,385 △9,682 △20,035 8,615 6,658

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,183 3,093 △2,016 △2,808 8,795

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 20,702 9,755 30,310 △12,277 △12,208

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 16,104 16,466 24,905 13,271 16,476

従業員数 
（ほか、平均臨時雇用者数） (人) 3,259 

3,238
(484)

3,000
(470)

3,309 
3,150
(484)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は就業人員数を表示している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、第２期中は１株当たり中間純損失であるため、第３期は１

株当たり当期純損失のため、記載していない。 

４ 第４期中（平成17年８月23日）に普通株式10株を１株とする株式併合を行っている。 

  

回次 第２期中 第３期中 第４期中 第２期 第３期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (百万円) 122,616 120,312 127,155 277,224 293,135

経常利益又は 
経常損失(△) 

(百万円) △1,494 984 494 5,051 4,213

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(百万円) △1,226 647 98,729 964 △142,984

資本金 (百万円) 25,000 25,000 14,000 25,000 25,000

発行済株式総数 (千株) 275,000 275,000 88,888 275,000 275,000

純資産額 (百万円) 25,746 27,228 23,482 28,533 △116,335

総資産額 (百万円) 348,696 344,429 201,952 344,031 237,301

１株当たり純資産額 (円) △21.27 △13.86 △333.72 △7.33 △731.82

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△) 

(円) △6.13 3.24 4,872.72 4.82 △715.04

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

(円) ― 0.75 1,290.13 1.11 ―

１株当たり 
中間(年間)配当額 

(円) ― ― 0.00 0.00 0.00

自己資本比率 (％) 7.4 7.9 11.6 8.3 △49.0

従業員数 
（ほか、平均臨時雇用者数） (人) 

2,479 
  

2,364
(484)

2,100
(464)

2,386 
  

2,281
(484) 



２ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、子会社15社および関連会社４社で構成され、建設事業および開発事業を主な事業の内容と

している。当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。 

当中間連結会計期間における、各部門に係る主要な関係会社の異動は、次のとおりである。 

[建設事業部門] 

株式会社砂原組は、平成17年７月22日の株式売却により、関連会社に該当しなくなった。 

[開発事業部門] 

フジタ建物株式会社は、平成17年８月２日付の提出会社の会社分割（物的分割）により設立された株式会社ジ

ー・シー・リアルエステートの子会社となった。提出会社は、平成17年９月22日に株式会社ジー・シー・リアルエ

ステートの全株式を売却したため、フジタ建物株式会社は連結子会社に該当しなくなった。 

[その他の事業部門] 

建物管理業、リニューアル事業を主な事業目的とするフジタビルメンテナンス株式会社は、平成17年９月28日の

株式取得により連結子会社となった。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となった。 

（注）主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

  

また、前連結会計年度までの連結子会社のうちフジタ建物株式会社は、当中間連結会計期間中に当社の会社分割

（物的分割）により設立された株式会社ジー・シー・リアルエステートの子会社となった。当社は株式会社ジー・

シー・リアルエステート株式を平成17年９月22日に売却したため、フジタ建物株式会社を連結の範囲から除外し

た。 

  

  

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
(被所有)割合 関係内容 

所有割合
(％) 

被所有
割合 
(％) 

役員の
兼任 資金援助 営業上の 

取引 
設備の
賃貸借 

(連結子会社)            

フジタビルメンテナンス㈱ 東京都渋谷区 30 その他の事業 100.0 ― ― あり あり ― 



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １．従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)

である。 

２．従業員数が当中間連結会計期間に150名減少しているが、減少の主なものは「新中期経営計画」実施に伴う提出会社の退

職者である。 

   ３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員数の当中間連結会計期間の平均雇用人員である。 

４．臨時従業員数には、主に提出会社の有期雇用契約者を含み、派遣社員を除いている。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １．従業員は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)である。 

２．従業員数が当中間会計期間中に181名減少しているが、減少の主なものは「新中期経営計画」実施に伴う退職者である。

３．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員数の当中間会計期間の平均雇用人員である。 

４．臨時従業員数には、有期雇用契約者を含み、派遣社員を除いている。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について、特に記載すべき事項はない。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

建設事業 
2,585 
(447) 

開発事業 
66 
(5) 

その他の事業 
294 
(2) 

共通 
55 
(16) 

合計 
3,000 
(470) 

従業員数(人) 
2,100 
(  464) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加や雇用情勢の改善に支えら

れた個人消費が堅調に推移するなど、概ね緩やかな景気回復の兆しが見られた。 

建設業界においては、民間部門は設備投資の増加が続き、住宅建設も底堅く推移する等、回復基調にあったが、

官庁部門は、国・地方公共団体の厳しい財政状況を反映した公共投資削減の影響で減少傾向が続いた。 

このような状況のもとで当社グループは、当社策定の「新中期経営計画」に基づき、当中間連結会計期間におい

て「私的整理に関するガイドライン」による対象金融機関からの債務免除、ならびに第三者割当増資による資本増

強により、前連結会計年度末に生じた債務超過を解消し、財務体質上の課題の根本的解決をはかることができた。

また、グループを挙げて「収益基盤の強化」に取り組み、「選択と集中の実践」を基本方針とし、首都圏地域への

経営資源の集中、当社の主力である民間建築分野の中でも特に、商業、物流、医療・福祉、工場の４分野を重点分

野として、強化を図っている。 

以上の結果、当中間連結会計期間の連結業績は次のとおりとなった。 

連結売上高は、建設事業部門では大型工事の完成が多かったこと、開発事業部門では、当社グループの得意とす

るマンション事業用地の等価交換事業等の売上高が増加したこともあり、1,410億円（前年同期比10.5％増）となっ

た。セグメント別の売上高は、建設事業1,307億円、開発事業59億円、その他の事業44億円であり、その構成比は、

建設事業92.7％、開発事業4.2%その他の事業3.1%となっている。利益の面では、営業利益24億円（同28.9％減）、

経常利益3億円（同46.3％減）となった。中間純利益については、対象金融機関からの債務免除益を計上した結果、

1,005億円（前年同期は4億円）となった。 

なお、当社グループの売上高は、通常の営業の形態として、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が大きい

ため、連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間に著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節

的変動がある。 

  

事業の種類別セグメント 

（建設事業） 

上記のような状況のもとで当社グループの建設事業の業績は、以下のとおりであった。 

受注高は、1,235億円（前年同期比4.0％減）となった。売上高は大型工事の完成が多かったこと等により1,307億

円（前年同期比8.0％増）、営業利益は工事利益の減少により2,965百万円（前年同期比33.4％減）であった。 

  

（開発事業） 

開発事業においては、当社グループの得意とするマンション事業用地の等価交換事業等の売上高が増加したことも

あり、売上高は59億円（前年同期比79.6％増）、営業利益は690百万円（前年同期は92百万円）であった。 

  

（その他の事業） 

連結子会社における主に建設資材の売上増加により、売上高は44億円（前年同期比32.5％増）、営業利益は、52百

万円（前年同期は14百万円）であった。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、200億円の支出（前年同期：97億円の支出）となっ



た。売上債権の減少124億円、未成工事受入金の増加47億円等による収入があったが、未成工事支出金の増加42億

円、および仕入債務の減少307億円等による支出があったことが主な要因となっている。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、在外子会社における定期預金の増加額11億円、連結範囲の変更を伴う子

会社株式の売却により7億円等の支出により、20億円の支出（前年同期：31億円の収入）となった。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、新株式発行による収入408億円、および短期借入金の増加による収入102

億円があったが、長期借入金の返済による支出208億円等があったため、303億円の収入（前年同期：98億円の収

入）となった。 

これらの結果、当中間連結会計期間において84億円の資金の増加となり、「現金及び現金同等物の中間期末残

高」は249億円（前年同期：165億円）となった。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

当社グループが営んでいる事業の大部分を占める建設事業および開発事業では生産実績を定義することが困難であ

り、建設事業においては請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐわない。 

また、当社グループにおいては建設事業以外では受注生産形態をとっていない。 

よって受注及び販売の状況については、記載可能な項目を「１ 業績等の概要」において各事業の種類別セグメン

トの業績に関連付けて記載している。 

  

参考のため提出会社の事業の状況は次のとおりである。 

  

建設事業および開発事業等における受注高(契約高)および施工高の状況 

(1) 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

  

(注) １ 前期以前に受注した工事で、契約の変更により請負金額の増減がある場合は、期中受注高にその増減額を含む。したがっ

て、期中売上高にもかかる増減額が含まれる。 

２ 前事業年度期首繰越高の下段表示額は「新中期経営計画」の実施に伴う事業の見直しにより、計画が中止となった工事や

契約を解除した工事の受注額を減額修正している。その額は、建築工事65,919百万円、土木工事19,770百万円、合計

85,690百万円である。 

３ 期末繰越高の施工高は、支出金により手持高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は(期中売上高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致する。 

４ 開発事業等の受注高は、売上時点で成約があったものとみなして、売上高と同一の金額を計上している。 

５ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

(2) 受注工事高および完成工事高について 

当社は建設市場の状況を反映して工事の受注工事高および完成工事高が平均化しておらず、次のように変動し

ている。 
  

期別 種類別 
期 首 
繰越高 
(百万円) 

期中受注高
(百万円) 

計
(百万円) 

期中売上高
(百万円) 

期末繰越高

期中施工高
(百万円) 手持高

(百万円) 

うち施工高 

(％) (百万円) 

前中間会計期間 
(自平成16年４月１日 
至平成16年９月30日) 

建設事業      

建築 241,515 94,018 335,534 86,739 248,794 12.51 31,117 98,731

土木 118,550 27,988 146,539 31,724 114,814 8.38 9,617 33,847

計 360,066 122,007 482,074 118,464 363,609 11.20 40,735 132,579

開発事業等 ― 1,847 1,847 1,847 ― ― ― ―

合計 360,066 123,855 483,922 120,312 363,609 ― ― ―

当中間会計期間 
(自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日) 

建設事業      

建築 177,541 87,332 264,873 94,722 170,150 12.14 20,657 100,958

土木 89,013 26,714 115,727 27,665 88,061 5.29 4,656 28,117

計 266,554 114,046 380,600 122,388 258,212 9.80 25,313 129,075

開発事業等 ― 4,766 4,766 4,766 ― ― ― ―

合計 266,554 118,813 385,367 127,155 258,212 ― ― ―

前事業年度 
(自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日) 

建設事業      

建築 （241,515） 
175,595 215,428 391,024 213,482 177,541 8.1 14,421 208,779

土木 （118,550） 
98,780 61,126 159,906 70,893 89,013 4.7 4,204 67,603

計 （360,066） 
274,376 276,554 550,931 284,376 266,554 7.0 18,626 276,382

開発事業等 ― 8,758 8,758 8,758 ― ― ― ―

合計 （360,066） 
274,376 285,313 559,689 293,135 266,554 ― ― ―

受注工事高 完成工事高 



(注) 第１期は、会社設立に伴い６ヶ月決算となっている。 

  

(3) 完成工事高 
  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

２ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

前中間会計期間 請負金額10億円以上の主なもの 

  

当中間会計期間 請負金額10億円以上の主なもの 

３ 前中間会計期間、当中間会計期間ともに、完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。 

  

期別 
１年通期
（Ａ） 
（百万円） 

上半期 
（Ｂ） 
（百万円） 

（Ｂ）/（Ａ）
（％） 

１年通期
（Ａ） 
（百万円） 

上半期 
（Ｂ） 
（百万円） 

  
（Ｂ）/（Ａ）
（％） 

第１期 171,344 － － 195,505 － －

第２期 306,364 120,575 39.4 268,693 119,123 44.3

第３期 276,554 122,077 44.1 284,376 118,464 41.7

期別 区分 
官公庁
(百万円) 

民間
(百万円) 

合計 
(百万円) 

前中間会計期間 
(自平成16年４月１日 
至平成16年９月30日) 

建築工事 9,711 77,027 86,739

土木工事 22,639 9,085 31,724

計 32,351 86,113 118,464

当中間会計期間 
(自平成17年４月１日 
至平成17年９月30日) 

建築工事 5,884 88,838 94,722

土木工事 18,608 9,057 27,665

計 24,493 97,895 122,388

前事業年度 
(自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日) 

建築工事 23,127 190,355 213,482

土木工事 49,596 21,297 70,893

計 72,724 211,652 284,376

緑井駅周辺地区市街地再開発組合  緑井駅周辺地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 

株式会社マルトク  (仮称)新横浜ＰＥＴセンター新築工事

医療法人財団 立川中央病院  (仮称)介護老人保健施設アルカディア新築工事 

大阪府住宅供給公社  泉北L－12(御池台)団地造成工事

名古屋市  東部丘陵線藤ヶ丘駅工区建設工事

プロロジス横浜特定目的会社   プロロジスパーク横浜プロジェクト 

株式会社フジ 他   （仮称）フジグラン神辺新築工事 他 

株式会社大京、藤和不動産株式会社   （仮称）三国駅前プロジェクト新築工事 

広島県   梶毛ダム本体工事 

日産自動車株式会社  村山工場跡地北地区基盤整備工事



(4) 手持工事高(平成17年９月30日現在) 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

手持工事のうち請負金額30億円以上の主なものは、次のとおりである。 

  

  

３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、平成17年３月31日に当社が策定（平成17年６月８日一部修正）した「新中期経営計画」（計画期間

平成17年４月～平成20年３月の３ヶ年）に基づいた経営を行っている。 

本計画は、当社グループの「財務体質上の課題解決」と「収益基盤の強化」を柱としている。「財務体質上の課題解

決」については、当中間連結会計期間において総額410億円の第三者割当増資ならびに金融機関からの総額989億円の債

務免除を頂いたことにより、前連結会計年度末において生じた債務超過を解消した。また、平成17年８月２日に建設関

連不動産販売事業部門を会社分割し、新設した株式会社ジー・シー・リアルエステートへ販売用不動産等の資産396億円

と短期借入金等の負債396億円を承継させた。更に資産の減損リスクを断ち切るために、平成17年９月22日に同社株式を

グループ外の第三者へ譲渡した。 

これら「新中期経営計画」に基づく一連の施策の実行により、財務体質上の課題を根本的に解決することができた。 

現在は、本計画の柱である「収益基盤の強化」に集中的に取り組んでおり、「選択と集中の実践」を基本方針とし

て、首都圏地域への経営資源の集中、当社の主力である民間建築分野の中でも特に、商業、物流、医療・福祉、および

工場の４分野を重点分野として、強化を図っている。 

当社グループは、今後とも「新中期経営計画」の達成にグループをあげて取り組んでいく。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当社は、「新中期経営計画」の施策の一つとして、会社分割による建設関連不動産販売事業の分離を行うことと

し、平成17年６月29日開催の定時株主総会において分割計画の承認を受け、平成17年８月２日に、分割計画に沿っ

て会社分割を実施した。 

会社分割の概要は、「第５ 経理の状況 １中間連結財務諸表等 重要な後発事象」に記載のとおりである。 

区分 
官公庁 
(百万円) 

民間
(百万円) 

合計 
(百万円) 

建築工事 10,593 159,557 170,150

土木工事 43,328 44,733 88,061

計 53,921 204,290 258,212

Airport Authority Hong Kong 
（香港機場管理局） 

  
Contract P350 SkyPlaza Building Works
(香港国際空港スカイプラザビル新築工事） 

  

高島二丁目地区市街地再開発組合   
高島二丁目地区第一種市街地再開発事業施設建築物新
築工事 

  

株式会社伊藤ショウ   （仮称）香里園駅前プロジェクト（住宅棟）新築工事   

西広島開発株式会社   西広島開発東街区造成工事   

首都高速道路公団   
ＳＪ１１工区(４)～ＳＪ３１工区(内回り)
トンネル工事 

  



５ 【研究開発活動】 

当社の研究開発は、社会や顧客ニーズに迅速に対応すべく、建築・土木関連の基盤技術および環境関連技術を軸に、

総力を結集して推進している。また、技術センターおよび技術プロジェクトにおける研究開発活動は、基礎・応用研究

から新技術・新商品開発までと多岐にわたっており、官公庁や国内外の大学、異業種企業との共同研究にも積極的に取

り組み、効率的な実施により成果をあげている。 

 当中間連結会計期間における研究開発費は482百万円である。また、当社の当中間連結会計期間の主な研究開発内容お

よび成果は、次のとおりである。 

（建設事業） 

①有料老人ホーム建設のローコスト化を推進 ～多様なオプションで顧客の要求に対応～ 

少子高齢化が進み、有料老人ホームの施設建設需要は益々高まっている。そのような中、当社は、有料老人ホーム建

設のローコスト化を推進するべく開発に取り組み、首都圏における標準モデルとして3.3㎡あたりの建設費を45～50万円

程度に抑えることが可能となるプランを構築した。 

 その結果、施設の機能を満たし、かつ最も経済的となる、収容人数50名を目安とした標準モデルの特徴は以下のとお

りである。 

 ・最もローコストな壁式ＲＣ(鉄筋コンクリート)構法を採用 

・建物はシンプルな形状とし、２階から上階に全室個室の居室を配置 

・ホルムアルデヒド対策として、最高レベルＦ☆☆☆☆（注）の内装建材を使用 

 当社は医療福祉を営業重点分野の一つとして位置付けており、施設のローコスト化により、事業主の皆様等への事業

協力を進めるとともに、少子高齢化を見据えた当該施設分野への注力を強化していく。 

（注）ホルムアルデヒド放散建築材料の４つの区分で放散量が最も少ないレベルの建材  

(大臣認定第20条５第４項の認定) 

②推進工法の技術論文が「第16回 黒瀬賞」を受賞 

当社らが施工した推進工事と、それに伴う建設リサイクルに関する技術論文が、社団法人日本下水道管渠推進技術協

会主催の「第16回黒瀬賞」において優秀論文として表彰された。 

 本論文は首都高速道路公団発注の「ＳＪ 62 工区(２)トンネル(その２)工事」のうち、トンネル排気用ダクト４本を地

下鉄有楽町線の直下で、かつ各々の離隔距離が 0.5 ｍと超接近して施工する大口径推進工事(直径 3,000mm)に関する高度

な施工管理技術と、回収型推進、泥土改良システムによるリサイクル技術について発注者と共同執筆したものである。 

 当工事の施工管理では、地下鉄有楽町線への影響を抑制するため、事前に施工検討を十分に実施し、0.1mm単位の沈下

計測で管理した。また、当社が開発した『ＦＴマッドキラー工法』により、処理土の有効利用を行うことで、無駄な廃

棄物を出さないゼロエミッション社会に貢献できる建設リサイクルを推進した。それらの活動を、発注者である首都高

速道路公団と共同で執筆し、月刊推進技術(日本下水道管渠推進技術協会発行)に発表したところ、その内容が推進技術

の進歩発展に顕著な貢献をなすと認められ受賞に繋がった。 

③低環境負荷・低コストで泥土改良と砒素不溶化を同時実現 土質改良材「ＦＴマッドキラー」に新機能を付加 

当社は、泥土を瞬時に改良する土質改良材「ＦＴマッドキラー」に、土壌に含まれる砒素の不溶化を図る機能を新た

に付加した「ＦＴマッドキラー ＢＫ－１」を開発した。（特許出願中）  

 平成 11 年に当社が開発した「ＦＴマッドキラー」は、製紙工場で副生されるペーパースラッジ（ＰＳ）灰を基材とす

るものであり、すぐれた吸水性・保水性を持ち、泥土を瞬時に必要とする強度に改良する、植生や生態系への環境にも

配慮した土質改良材である。 

 この「ＦＴマッドキラー」をベースに、泥土が含有する砒素の溶出を抑制する土質改良材の研究開発を進めた結果、



環境負荷の少ない吸着、固化による不溶化機能を持つ「ＦＴマッドキラー ＢＫ－１」の開発に成功した。室内試験の

一例では、天然由来による砒素の溶出量が、土壌環境基準の約３０倍を超過した泥土において、改良土からの溶出量は

基準の１／２程度まで不溶化できることを確認した。一方、施工面では、撹拌能力に優れた専用改良機による『ＦＴマ

ッドキラー工法』に「ＦＴマッドキラー ＢＫ－１」を適用することで、砒素を含む泥土は従来の泥土のみの場合と同

様に改良され、砒素は１週間程度で不溶化される。これらのことにより『低コスト・省スペース・低環境負荷』の改

良・処理技術を確立した。 

④所沢市民体育館が優良木造施設「農林水産大臣賞」を受賞 

当社が施工者として建設に携わり、平成 16 年度国民体育大会 秋季大会のバレーボール会場にもなった、所沢市民体

育館（発注者：埼玉県所沢市、設計者：株式会社坂倉建築研究所、施工：フジタ・平岩 特別共同企業体、竣工：平成

16年３月）が「平成17年度優良木造施設の表彰」において『農林水産大臣賞』を受賞した。 

 所沢市では環境に対して先進的な取り組みがなされており、所沢市民体育館の施工においても、着工当初から坂倉建

築研究所と建築、設備施工業者で「環境委員会」を組織し、シックハウス症候群の原因となる室内の揮発性有機化合物

（ＶＯＣ）のゼロ化に取り組んだ。 

 大空間を構成するトラス材として使用する木材においても、通常は集成材を用いるが、その製造過程でＶＯＣを含む

接着剤を使用するため、設計、施工の各段階における幾多の課題を克服して無垢材による構造を実現した。具体的に

は、1）圧縮力を木材に、引っ張り力をロッドに負担させる明快な構造計画、2）木材の極めて高い加工精度と組立精度

により木口同士の面タッチで直接軸力を伝達、3）同一寸法同一形状のものが４本ずつしかない、8,700 ピース余りの木

材を組み立てる正確な工程管理、4）全ピースの含水率、ヤング係数の記録を残し、高品質を確保などを実施した。 

 これらの結果、「大量に埼玉県内産の杉無垢材を使用し、大規模空間（メインアリーナの67ｍ）を確保した美しいラ

インの屋根構造を実現させた。集成材を使った従来の大規模木構造とは異なる新たな木材建築の技術とデザインを開発

し、木材利用の可能性を拓いた」ことが高く評価され、『農林水産大臣賞』の受賞に至った。 

⑤無人化施工対応の無線LAN通信システムを災害復旧現場で実用化～無線ＬＡＮの中継局間を無線化～ 

当社は、「赤松谷川１号砂防えん堤スリット工事」において無人化施工の高度化、効率化を実現する無線ＬＡＮシス

テムを開発し、およそ１kmの掘削土砂運搬作業で実用化した。（特許出願中）  

雲仙普賢岳では土石流災害から流域を守るため、水無川３号砂防堰堤スリット工事に続き、大型鋼製スリットによる

砂防えん堤を無人化施工で行っている。建設機械を遠隔操縦するための制御用無線と、建設機械に搭載しているカメラ

映像用の無線がそれぞれに必要であり、稼動建設機械が複数台の場合、無線チャンネルが多数必要となり、電波干渉を

生じる可能性がある。また、掘削土砂等を長距離運搬する際、建設機械の遠隔操縦を無線中継局１つではカバーしきれ

ない場合がある等の問題点があった。そこで当社は、無線ＬＡＮ通信システムを開発し、本工事において実用化した。

今回の掘削土砂運搬作業では、無線ＬＡＮ通信システムを搭載したホイールダンプが、搭載カメラの映像を基にして、

およそ１km離れた場所まで遠隔操縦により土砂を運搬した。本システムは、遠隔操作室から中継局までを無線化して、

ローミング（建設機械が、常に電波強度の一番強い無線中継局と無線を自動的に切り替え通信する機能。今回はホイー

ルダンプに適用）しながらホイールダンプの制御とホイールダンプ搭載カメラの映像通信を同時に実現し、施工の高度

化、効率化を図った。 

⑥地下２階、地上５階建てビルを曳家工法で移動 

当社は、大創建設株式会社（本社：東京都三鷹市、社長：石井徹）と協力して、東京都三鷹市の「大創建設本社ビ

ル」を曳家(ひきや)工法で移動し、基礎への定着工事を無事に終えた。本工事は、建物西側道路拡幅のため、地下２

階、地上５階建て鉄筋コンクリート造(総重量 4,260 トン、延床面積 1,817 ｍ 2)のビルを、南へ 0.8 ｍ、東へ 5.65 ｍ移

動するものである。 

 当社は、平成 14 年 12 月に総重量約 18,000 トン、延床面積約 8,400m2の大規模建物を 105m移動する曳家工事を行った



が、その際には基礎ごと、コロ（円筒状の鋼棒）を用いた移動装置で移動した。 

 今回の工事は、地下２階の柱下部を切断して低摩擦材を用いた移動装置に建物を乗せ、滑らせての移動である。この

移動方法は、柱１本当り250トンを超える荷重を柱断面の大きさの移動装置で受けることが可能なこと、途中で移動方向

を変えるのに効率的であること、などの理由により採用したものである。なお、低摩擦材の性能は、あらかじめ当社技

術センター（神奈川県厚木市）で加力実験を行い、確認している。 

 建物の移動にあたっては、既存基礎の補強・増設を行い、切断した地下２階を仮設補強した上で、移動方向の各柱を

連結したＰＣ鋼棒をセンターホール型油圧ジャッキで、各柱列を同時に、約 15cmずつ繰り返し引っ張った。移動に要し

た日数は、移動方向変えに伴う装置類の盛り替えも含め、正味７日で完了した。移動後は補強・増設した基礎の鉄筋と

柱の鉄筋を緊結してコンクリートを打設し、無事に構造躯体に関わる工事を終えた。 

⑦臨海都市の津波被害危険度をWEB上で表示 

当社は、(株)高環境エンジニアリングと共に、(独法)港湾空港技術研究所（以下、港空研）に協力して、建物の多い

都市部や大規模な地下街を持つ大都市地域での浸水災害の危険度を解析する「浸水危険度解析システム」を開発した。

また、周辺の土地利用状況や海岸堤防の有無などの条件を入力すると、想定される津波による浸水危険度をシミュレー

ションし、ＷＥＢ上で表示する『浸水危険度表示システム』を開発し、ホームページで公開している。 

 『浸水危険度解析システム』は、地形情報については、航空測量で得られたデータベース、構造物情報については、

都市計画図や設計図書などのＣＡＤデータを用いることによって、複雑な都市モデル構築の高精度化かつ省力化を可能

にした（特許出願中）。これにより都市空間における浸水災害を詳細に解析し、その結果をビジュアル化することによ

って、市民が浸水災害に関する理解を深めることを可能にした。 

 『浸水危険度表示システム』は、地震による津波の記録や今後想定される津波をデータベース化し、各地域の危険度

をＷＥＢ上で表示するシステムである。港空研 海洋・水工部 波浪研究室のホームページ内「臨海部市街地の浸水リス

クシミュレーション」のサイトで、土地利用状況や海岸堤防の有無、海岸からの距離などを入力すると、当該地域の津

波に対する危険度が流速や浸水する深さなどの指標により表示される。このシステムの活用により、沿岸部地域での市

民の津波災害の危険性に対する理解や、万が一発生したときの減災に大きく寄与するものと期待している。 

なお、子会社においては、研究開発活動は特段行われていない。 

  

（開発事業およびその他の事業） 

 研究開発活動は特段行われていない。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

（１）提出会社 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

（２）国内子会社 

前連結会計年度までの連結子会社のうちフジタ建物株式会社は、当中間連結会計期間中に当社の会社分割（物的分

割）により設立された株式会社ジー・シー・リアルエステートの子会社となり、当社が株式会社ジー・シー・リアル

エステート株式を平成17年９月22日に売却したため、フジタ建物株式会社は当社の連結子会社ではなくなった。この

ため、同社所有の以下の設備が当社グループの主要な設備ではなくなった。 

注）１ 帳簿価額、面積、従業員数はいずれも平成17年３月31日現在のものである。 

  ２ ※印については、土地の一部を連結会社以外から賃借しており、その面積については3,405㎡である。 

（３）在外子会社 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変

更ならびに重要な設備計画の完了はない。 

また、当中間連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設、除却等はない。 

  

事業所 
(所在地) 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人) 

  
建物
構築物 

機械運搬具
工具器具 
備品 

土地
（面積㎡) 

合計 

フジタ技術センター 
(神奈川県厚木市) 

建設事業 研究施設 4,642 － － 4,642 －

雲竜ビル ※ 
(名古屋市中区) 

開発事業 事務所ビル 1,118 6 － 1,124 4

釧路全日空ホテル 
(北海道釧路市) 

その他の事業 宿泊施設 3,353 164
907

(3,273) 
4,425 62



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

② 【発行済株式】 

  

(注) １ Ｃ種優先株式の内容は次のとおりである。 
（1）議決権 

本件種類株式を有する株主（以下「本件種類株主」という。）は、株主総会において議決権を有しない。但し、本件種類
株式に関わる優先配当金（以下に定義する）を支払う旨の議案が、前営業年度に係る定時株主総会に提出されない場合は、
当該定時株主総会により、又はその議案が当該定時株主総会において否決された場合は、当該定時株主総会の終結の時より
引受人に対して優先配当金を支払う旨の決議がなされる時まで議決権を有するものとする。但し、本件種類株式の発行済株
式総数の過半数を有する本件種類株主が当該定時株主総会までに前文の議決権の復活につき放棄する旨の通知を発行会社に
した場合はこの限りでない。 

（2）優先配当金 
①優先配当金の計算 
優先株式１株当たりの優先配当金（以下「優先配当金」という。）の額は、優先株式の発行価額（862円）に、それぞれの
営業年度ごとに下記の配当年率を乗じて算出した額とする。優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４
位を四捨五入する。 
払込期日以降、次回配当年率修正日の前日までの各営業年度について、下記算式により計算される配当年率（以下「配当
年率」という。）とする。 
配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋450bp 
配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。 
・「配当年率修正日」は、平成17年４月１日及び、以降毎年４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は、前営業日を
配当年率修正日とする。 

・「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」は、平成17年４月１日又は各配当年率修正日及びその直後の10月１日（当日が銀行
休業日の場合は前営業日）の２時点において、午前11時における日本円６ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オフ
ァード・レート（日本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会連合会によって公表される数値の平均値を指すものとする。
日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午
前11時におけるスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場貸し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物
（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを
日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）に代えて用いるものとする。 

②累積・参加条項 
本件種類株式に対しては、まず、上記①に記載する額の優先配当金が支払われた後、普通株式に対する配当金と同順位で
同額の配当金が支払われる。後者の計算にあたっては、本件種類株式を転換することにより取得する普通株式数に、既存の
普通株式１株あたりの配当額を乗じた額とする。 
優先配当金が１株につき上記①に記載する額に達しないときも、その不足額は次の決算期において補填しないものとす
る。 
③優先中間配当金 
発行会社は、中間配当を行うときは、毎年９月30日最終の株主名簿に記載又は記録された本件種類株主に対し、普通株主
に先立ち、本件種類株式1株につき優先配当金の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める金額の優先中間配当金を支
払うものとする。 

（3）残余財産の分配 
発行会社が残余財産を分配するときは、本件普通株式に先立ち本件種類株式1株につき862円（以下「優先分配額」とい
う）を支払う。優先分配額を超えて残余財産を分配するときは、優先分配額の支払いの後、本件種類株式が全て転換される
とした場合に取得される普通株式数を基礎として、普通株式と同順位で本件種類株式に対して追加の残余財産の分配が行わ

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 500,555,555

Ｃ種優先株式 44,444,445

計 545,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月20日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 44,444,445 同左
東京証券取引所
(市場第二部) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

Ｃ種優先株式 44,444,445 同左 ― (注)１

計 88,888,890 同左 ― ― 



れる。 
（4）転換予約権 

本件種類株主は、下記①で定める転換を請求し得べき期間中、下記②で定める転換の条件で本件種類株式の普通株式への
転換を請求することができる。 

  ①転換を請求し得べき期間 
       平成17年９月29日（本件種類株式引受日）から 
  ②転換の条件 
      本件種類株式は、下記の転換の条件で普通株式に転換することができる。 
 イ.普通株式1株当たりの当初転換価額 
   本件普通株式の発行価額と同じ 
  
 ロ.転換価額の調整 

a.発行会社は、本件種類株式の発行後、下記b.に掲げる各事由により発行会社の普通株式に変更を生じる場合又は変更
を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「転換価額調整式」という。）により転換価額を調整する。 

  
b.転換価額調整式により本件種類株式の転換価額の調整を行う場合およびその調整後の転換価額の適用時期について
は、次に定めるところによる。 
i.下記e.に定める時価を下回る払込金額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行し又は発行会社の有する普通株
式を処分する場合（但し、発行会社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は発行会社の普通株式
の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使による場合および単
元未満株式の買増請求による場合を除く。） 
調整後の転換価額は、払込期日の翌日以降、又は募集のための株主割日がある場合はその日の翌日以降これを適
用する。 
ii.株式の分割により普通株式を発行する場合 
調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。但し、配当可能利益から資本に
組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合
で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日と
する場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降
これを適用する。なお、上記但し書の場合において、株式分割のための株主割当の翌日から当該配当可能利益の資
本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに転換の請求をなしたものに対しては、次の算式により算出された
株式数の普通株式を新たに発行する。 

  

  
この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 
iii.下記e.に定める時価を下回る価額をもって発行会社の普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は発
行会社の普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）を発行する場合 
調整後の転換価額は、その発行日に又は募集のための株主割当日がある場合は株主割当日の終わりに、発行され
る証券又は新株予約権の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価
額調整式を準用して算出するものとし、その発行日の翌日以降又は募集のための株主割当日がある場合は株主割当
日の翌日以降これを適用する。 

c.発行会社は、上記b.の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、取締役会が適当と判断する
転換価額の調整を行う。 
i.株式の併合、資本の減少、商法第373条に定められた新設分割、商法第374条ノ16に定められた吸収分割、又は合併
のために転換価額の調整を必要とするとき。 
ii.その他発行会社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とすると
き。 
iii.転換価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使
用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

d.転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。 
e.転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日（但し、上記b.ii.但し書の場合は株主割当日）に
先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の東京証券取引所における発行会社の普通株式の普
通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算
出し、その小数第２位を切り捨てる。 
f.転換価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は、
調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における発行会社の発行済普通株式数から、当該日における発行会社の
有する発行会社の普通株式数を控除した数とする。 
g.転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は
行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し調整後の転換価額を算出する場合は、転
換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。 

ハ.転換により発行すべき普通株式数 
本件種類株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。 

  

調整後転換
価額 

＝ 
調整前転
換価額 

× 

既発行
普通株式数 

＋

新規発行・処分普
通株式数 

× 
1株当たり
払込金額・処分価額 

1株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 

株式数 ＝ 
（調整前転換価額－調整後転換価
額） 

×
調整前転換価額により
当該機期間内に発行された普通株
式数 

    調整後転換価額

転換により発行すべき普通株式数 ＝
本件種類株主が転換請求のために提出した 
本件種類株式の発行価額総額 

  転換価額



発行すべき普通株式数の算出に当って1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
  

ニ.転換の効力は、転換請求書および本件種類株式の株券が発行会社に到着した時に発生する。但し、本件種類株式の株券
が発行されない時は、株券の提出を要しない。 

(5)期中転換があった場合の取扱い 
本件種類株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当金または中間配当金は、転換の請求が４月１日か
ら９月30日までになされたときは４月１日に、10月１日から翌年３月31日になされたときは10月１日、それぞれ転換があっ
たものとみなしてこれを支払う。 

(6)株式の併合又は分割、新株引受権等 
発行会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、本件種類株式について株式の併合又は分割を行わない。発行会社は、
本件種類株式に対し、新株引受権又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 

(7)優先順位 
優先配当金ならびに残余財産の分配の支払順位は同順位とする。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 
  

(注)1 発行済株式総数残高および資本金残高の減少は、平成17年７月19日開催の臨時株主総会決議に基づく資本減少および資本減

少に伴う普通株式の併合ならびにＡ種、Ｂ種優先株式の無償強制消却によるものであり、資本金減少額の24,000百万円は欠

損の填補に充てた。資本準備金残高の減少は、同じく平成17年７月19日開催の臨時株主総会決議に基づく資本準備金の減少

であり、減少額14,775百万円は欠損の填補に充てた。 

2 平成17年６月８日の取締役会決議による平成17年９月29日付有限会社フジタ・ホールディングスへの第三者割当増資 

普通株式   24,444,445株 有償 発行価額110円 資本組入額 55円 

Ｃ種優先株式 44,444,445株 有償 発行価額862円 資本組入額 431円 

3 資本金残高の減少は、平成17年７月19日開催の臨時株主総会決議に基づく第三者割当増資後の資本減少によるものであり、

資本金減少額のうち1,500百万円は欠損の填補に充て、残る5,999百万円はその他資本剰余金とした。資本準備金残高の減少

は、同じく平成17年７月19日開催の臨時株主総会決議に基づく第三者割当増資後の資本準備金の減少であり、減少額17,225

百万円は欠損の填補に充てた。 

  

(4) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

平成17年９月30日現在 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成17年８月23日 
(注)1 

△255,000 20,000 △24,000 1,000 △14,775 250

平成17年９月29日 
(注)2 

68,888 88,888 20,500 21,500 20,500 20,750

平成17年９月29日 
(注)3 

― 88,888 △7,500 14,000 △17,225 3,525

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

有限会社フジタ・ホールディン
グス 

東京都港区六本木６－１０－１ 24,444 55.00

株式会社ＡＣリアルエステート 東京都渋谷区千駄ヶ谷５－８－１０ 10,115 22.76

フジタ従業員持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２ 663 1.49

フジタ協力会社持株会 東京都渋谷区千駄ヶ谷４－２５－２ 390 0.88

株式会社 三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 356 0.80

財団法人 藤田建設労務援護会 東京都千代田区神田東松下町２３－１ 239 0.54

ステート ストリート バンク 
アンド トラスト カンパニー 
（常任代理人株式会社みずほコ
ーポレート銀行） 

AIB  INTERNATIONAL  CENTRE  P.O.  BOX
518 IFSC DUBLIN,IRELAND 
（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

224 0.50

株式会社 広島プロパティ 東京都世田谷区岡本３－２５－３ 190 0.43

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 180 0.41

学校法人 藤田学院 鳥取県倉吉市福庭８５４ 180 0.41



(注)1 平成17年７月19日開催の臨時株主総会決議に基づき平成17年８月23日にて普通株式10株を1株に併合した。 

2 有限会社フジタ・ホールディングスは、平成17年９月29日付で当社が第三者割当増資のために発行した株式を100%引受けた

ことにより、主要株主となった。 

② Ｃ種優先株式 

平成17年９月30日現在 

計 ― 36,985 83.22

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

有限会社フジタ・ホールディン
グス 

東京都港区六本木６－１０－１ 44,444 100.00

計 ― 44,444 100.00



 (5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄および「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が20,700株(議

決権207個)含まれている。 

２ 「単元未満株式」の「株式数」欄には、当社所有の自己株式88株が含まれている。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注)1 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。 

2 平成17年８月23日に普通株式10株を1株に併合しており、※は併合後の株価を示している。 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 
Ｃ種優先株式 

44,444,400 
―

優先株式の内容は、(1)株式の総数
等 ②発行済株式を参照。 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 

(自己保有株式) 
普通株式 10,600 

―
権利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式 

(相互保有株式) 
普通株式   200

― 同上 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

43,338,800 
433,388 (注)１    同上 

単元未満株式 

普通株式 
1,094,845 

― (注)２    同上 

Ｃ種優先株式 
45 

優先株式の内容は、(1)株式の総数
等 ②発行済株式を参照。 

発行済株式総数 88,888,890 ― ― 

総株主の議決権 ― 433,388 ― 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
㈱フジタ 

東京都渋谷区千駄ヶ谷 
４―25―２ 

10,600 － 10,600 0.02

（相互保有株式） 
中国生コンクリート㈱ 

広島市南区出島２―１―69 200 － 200 0.00

計 ― 10,800 － 10,800 0.02

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 123 110 169 114
127 

※1,100 
1,179

最低(円) 105 82 84 96
92 

※955 
961



３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりである。 

(1) 新任役員 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
(株) 就任年月日

取締役   吉田 千之輔 昭和15年7月14日 

昭和38年 4月 株式会社三井銀行入行

0 平成17年 
7月19日 

平成 3年 6月 株式会社太陽神戸三井銀

行取締役 
平成 7年 6月 株式会社さくら銀行常務

取締役 
平成 9年 6月 同行専務取締役

平成10年 6月 山種証券株式会社代表取

締役 
平成11年 6月

平成12年 4月 
  

平成15年 4月 
  

平成17年 7月 

同社代表取締役社長

さくらフレンド証券株式

会社代表取締役社長 
ＳＭＢＣフレンド証券株

式会社特別顧問 
当社取締役（現任） 

取締役   小野 種紀 昭和31年10月15日 

昭和62年 1月 ニューヨーク州弁護士登

録 

0 平成17年 
７月19日 

昭和63年 9月 サリヴァン・アンド・ク

ロムウェル法律事務所入

所 
平成 9年 7月 ゴールドマン・サックス

証券会社入社 
平成12年11月 同社マネージング・ディ

レクター 
平成17年 7月 当社取締役（現任）

取締役   村山 利栄 昭和35年5月1日 

昭和56年 4月 安田信託銀行株式会社入

行 

0 平成17年 
7月19日 

昭和63年11月 ＣＳファースト・ボスト

ン証券会社入社 
平成 5年 3月 ゴールドマン・サックス

証券会社入社 
平成13年11月 同社マネージング・ディ

レクター 
平成17年 7月 当社取締役（現任）

取締役   アンクル・サフ 昭和44年10月18日 

平成 3年 9月 松下電器産業株式会社入

社 

0 平成17年 
7月19日 

平成 7年 6月 モトローラ・インク入社

平成10年10月 ゴールドマン・サック

ス・アンド・カンパニー

入社 
平成12年6月 同社ヴァイス・プレジデ

ント 
平成17年 7月 当社取締役（現任）

平成17年 8月 有限会社フジタ・ホール

ディングス取締役（現

任） 

取締役   一守 哲慈 昭和44年7月2日 

平成 4年 4月 三菱信託銀行株式会社入

行 

0 平成17年 
7月19日 

平成12年 7月 ゴールドマン・サックス

証券会社入社 
平成15年12月 同社ヴァイス・プレジデ

ント 
平成17年 7月 当社取締役（現任）

  



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14

号)に準じて記載している。 

 ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３

項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じ

て記載している。 

 ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日内閣府令第５号）附則第３項のた

だし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)および当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表ならびに前中間会計

期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)および当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けている。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)             

Ⅰ 流動資産             

現金預金 ※３   23,914   27,882    18,323  

受取手形・ 
完成工事未収入金等 

  114,158   107,444    119,618  

販売用不動産   69,748   644    30,617  

未成工事支出金   43,028   25,913    21,683  

その他のたな卸資産   8,197   2,467    3,797  

未収入金   ─   12,086    10,374  

その他   10,292   3,382    5,821  

貸倒引当金   △480   △1,686    △3,013  

流動資産合計   268,859 71.5  178,135 78.5   207,223 77.4

Ⅱ 固定資産             

１ 有形固定資産 ※１             

建物・構築物 ※３ 29,914   15,438   24,539    

土地 ※３ 29,543   13,368   16,204    

その他 5,086 64,544  3,144 31,951  3,336 44,080  

２ 無形固定資産 ※３   5,991   2,967    3,564  

３ 投資その他の資産             

長期貸付金 28,398   21,483   26,957    

その他 ※2,3 25,914   31,543   31,390    

貸倒引当金 △17,539 36,773  △39,287 13,740  △45,638 12,708  

固定資産合計   107,310 28.5  48,659 21.5   60,353 22.6

Ⅲ 繰延資産   66 0.0  ─ ─   44 0.0

資産合計   376,236 100  226,794 100   267,621 100

               



  

  

   
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)              

Ⅰ 流動負債              

支払手形・工事未払金等    108,697   120,911    151,426  

短期借入金 ※３   132,503   2,539    118,636  

未成工事受入金    26,158   24,925    20,011  

引当金    922   614    433  

その他    17,383   15,170    19,686  

流動負債合計    285,663 75.9  164,161 72.4   310,194 115.9

Ⅱ 固定負債              

長期借入金 ※３   49,111   5,398    40,809  

退職給付引当金    8,932   10,310    11,043  

事業再構築引当金    ─   19,753    19,753  

その他 ※６   2,760   1,610    2,142  

固定負債合計    60,804 16.2  37,072 16.3   73,747 27.6

負債合計    346,468 92.1  201,234 88.7   383,941 143.5

               

(少数株主持分)              

少数株主持分    3,216 0.8  2,906 1.3   2,920 1.1

               

(資本の部)              

Ⅰ 資本金    25,000 6.6  14,000 6.2   25,000 9.3

Ⅱ 資本剰余金    15,025 4.0  9,524 4.2   15,025 5.6

Ⅲ 利益剰余金    △10,697 △2.8  1,664 0.7   △156,303 △58.4

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

   △10 △0.0  107 0.0   71 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定    △2,762 △0.7  △2,631 △1.2   △3,031 △1.1

Ⅵ 自己株式    △2 △0.0  △10 △0.0   △3 △0.0

資本合計    26,552 7.1  22,654 10.0   △119,240 △44.6

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

   376,236 100  226,794 100   267,621 100 

         



② 【中間連結損益計算書】 
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比

(％) 金額(百万円)
百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高          

完成工事高   120,991   130,729 300,488   

開発事業等売上高   6,617 127,609 100 10,311 141,041 100 19,099 319,588 100

Ⅱ 売上原価          

完成工事原価   109,835   121,654 275,551   

開発事業等売上原価   5,668 115,503 90.5 8,907 130,561 92.6 16,784 292,335 91.5

売上総利益          

完成工事総利益   11,156   9,075 24,937   

開発事業等総利益   949 12,105 9.5 1,404 10,479 7.4 2,315 27,252 8.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  8,786 6.9 8,121 5.7   17,153 5.3

営業利益    3,318 2.6 2,358 1.7   10,099 3.2

Ⅳ 営業外収益          

受取利息   38   83 94   

受取配当金   37   35 54   

連結調整勘定償却額   56   75 171   

為替差益   ─   76 ─   

その他   88 220 0.2 35 306 0.2 135 455 0.1

Ⅴ 営業外費用          

支払利息   1,790   1,556 3,640   
退職給付会計変更時 
差異償却額   556   504 1,113   

持分法による投資損失   113   37 632   

その他   489 2,949 2.3 250 2,348 1.7 1,133 6,518 2.0

経常利益    589 0.5 316 0.2   4,036 1.3

Ⅵ 特別利益          

前期損益修正益 ※２ 90   ─ ─   

貸倒引当金戻入金   ─   1,608 67   

子会社株式売却益   528   ─ 528   

投資有価証券売却益   1,805   186 1,807   

債務免除益   ─   98,855 ─   

その他   61 2,485 1.9 616 101,266 71.8 91 2,494 0.8

Ⅶ 特別損失          

固定資産売却損 ※３ 397   ─ 454   

貸倒損失   569   ─ ─   

開発事業等整理損   1,389   ─ ─   

資本構造改善費用   ─   1,203 ─   

事業再構築費用 ※４ ─   ─ 148,977   

その他 ※５ 413 2,769 2.2 214 1,418 1.0 855 150,287 47.1

税金等調整前 
中間純利益    306 0.2 100,164 71.0   ─ 

税金等調整前 
当期純損失    ― ─   143,756 △45.0

法人税、住民税及び 
事業税   202   214 350   

法人税等調整額   △223 △21 △0.0 △464 △249 △0.2 1,387 1,737 0.5

少数株主損失    71 0.1 51 0.0   287 0.1

中間純利益    399 0.3 100,465 71.2   ─ ─

当期純損失    ― ─ ─ ─   145,206 △45.4
           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   15,025 15,025   15,025

Ⅱ 資本剰余金増加高     

増資による新株の発行 ─ 20,500 ─ 

資本金減少差益 ― ― 5,999 26,499 ─ ─

Ⅲ 資本剰余金減少高     

欠損填補による 
資本準備金減少額 

― ― 32,000 32,000 ― ─

Ⅳ 資本剰余金 
中間期末(期末)残高 

  15,025 9,524   15,025

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △11,096 △156,303   △11,096

Ⅱ 利益余剰金増加高     

資本金減少による 
欠損填補額 

― 25,500 ─ 

資本準備金減少による 
欠損填補額 

― 32,000 ─ 

中間純利益 399 399 100,465 157,967 ─ ―

Ⅲ 利益剰余金減少高     

当期純損失 ― ― ─ ― 145,206 145,206

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

  △10,697 1,664   △156,303

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前当期純損失(△) 

 306 100,164 △143,756

減価償却費  1,219 933 2,391

貸倒引当金の増加・ 
減少(△)額 

 △10 △2,945 30,636

退職給付引当金の増加・ 
減少(△)額 

 650 △713 2,760

事業再構築引当金の増加・ 
減少(△)額 

 ― ─ 19,753

債務免除益  ― △98,855 ─

事業再構築費用  ─ ─ 95,387

子会社株式売却損・益(△)  △528 108 △528

有形固定資産売却損・益(△)  357 3 415

有形固定資産除却損  15 0 662

投資有価証券評価損  273 ─ ─

投資有価証券売却損・益(△)  △1,805 △186 △1,807

受取利息及び受取配当金  △75 △119 △148

支払利息  1,790 1,556 3,640

売上債権の減少・増加(△)額  11,244 12,438 △3,037

未成工事支出金の減少・ 
増加(△)額 

 △15,728 △4,230 △12,528

たな卸資産の減少・ 
増加(△)額 

 688 977 △5,182

仕入債務の増加・減少(△)額  △20,714 △30,719 22,102

未成工事受入金の増加・ 
減少(△)額 

 13,073 4,782 7,086

開発事業等受入金の増加・ 
減少(△)額 

 △383 330 △668

その他  1,864 △2,245 △7,068

小計  △7,762 △18,720 10,111

利息及び配当金の受取額  76 126 165

利息の支払額  △1,779 △1,141 △3,380

法人税等の支払額  △216 △300 △238

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △9,682 △20,035 6,658



  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

定期預金の純減少・ 
増加(△)額 

 276 △1,118 5,824

有形固定資産の取得による 
支出 

 △194 △303 △500

有形固定資産の売却による 
収入 

 189 2 633

投資有価証券の取得による 
支出 

 △1 △12 △3

投資有価証券の売却による 
収入 

 2,308 254 2,312

貸付けによる支出  △67 △348 △39

貸付金の回収による収入  48 154 78

連結範囲の変更を伴う 
子会社株式の取得による収入 

 ─ 73 ─

連結範囲の変更を伴う 
子会社株式の売却による収入 

 574 ─ 541

連結範囲の変更を伴う 
子会社株式の売却による支出 

 ─ △711 ─

その他  △40 △7 △52

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,093 △2,016 8,795

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

短期借入金の純増加・ 
減少(△)額 

 10,939 10,239 2,032

長期借入金の返済による支出  △1,183 △20,761 △14,239

株式の発行による収入  ― 40,838 ─

自己株式の取得による支出  ― △7 △1

その他  △0 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 9,755 30,310 △12,208

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 29 171 △39

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・ 
減少(△)額 

 3,195 8,429 3,204

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 13,271 16,476 13,271

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 16,466 24,905 16,476

    



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― 
  

――――――
  

当社グループは、当連結会計年度にお

いて、145,206百万円の当期純損失を計上

した結果、119,240百万円の債務超過にな

っております。 
この主な要因は、当社グループを取り

巻く環境が、市場規模の縮小と競争激

化、地価下落の継続等による資産の減損

リスクの拡大等、一段と厳しさを増す中

で、企業としての運営を継続していくた

めには、当社グループとして最大限の努

力を行い収益基盤の強化を推進すべく、

当社は「新中期経営計画」を策定し、こ

の計画に沿って148,977百万円の事業再構

築費用を計上したためであります。 
当該状況により、平成17年３月31日現

在において、当社グループは継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 
連結財務諸表作成会社である当社は、

こうした状況に鑑み、今後も最大限の自

助努力により収益基盤の強化を推進する

所存でございますが、当該状況を解消す

るために、関係金融機関に対し「私的整

理に関するガイドライン」に従った金融

支援を要請いたしました。 
平成17年４月12日に、「私的整理に関

するガイドライン」に基づいて開催され

た第１回債権者会議において、全対象債

権者のご出席のもと、専門家アドバイザ

ーの選任をはじめとする全ての議案が承

認されております。 
当社の再建計画である「新中期経営計

画」においては、410億円程度の第三者割

当増資による自己資本の増強と、910億円

程度の債務免除が計画されておりました

が、平成17年６月８日ＧＳキャピタル・

パートナーズ（ゴールドマン・サックス

が組成し運用する企業投資ファンド）、

森トラスト株式会社等により設立される

予定である投資媒体に、当社が実施する

総額41,000百万円の増資引受をしていた

だくことにつき合意しました。 
また、平成17年６月10日開催の第２回

債権者会議において、「新中期経営計

画」に対し、全対象債権者の同意書を提

出いただきましたことにより、総額

98,855百万円の債務免除が決定しており

ます。これらの実施により、債務超過は

解消の見込であります。 
連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、上記のような重要な疑義の影

響を連結財務諸表には反映しておりませ

ん。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する

事項 

連結子会社数  16社 
主要な連結子会社名 
 フジタ道路株式会社 
 フジタ建物株式会社 
 株式会社テクノマテリアル 
 藤田商事株式会社 
 前連結会計年度までの連結子会

社のうち、株式会社東京バーディ

クラブは保有株式を売却したこと

により、連結の範囲から除外し

た。 
  
  

連結子会社数  15社

主要な連結子会社名 
 フジタ道路株式会社 
 藤田（上海）建設工程有限公司 
 株式会社テクノマテリアル 
 藤田商事株式会社 
フジタビルメンテナンス株式会

社は平成17年９月28日の株式取得

に伴い、当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めている。 
また、前連結会計年度までの連

結子会社のうちフジタ建物株式会

社は、当中間連結会計期間中に当

社の会社分割（物的分割）により

設立された株式会社ジー・シー・

リアルエステートの子会社となっ

た。当社は株式会社ジー・シー・

リアルエステート株式を平成17年

９月22日に売却したため、フジタ

建物株式会社を連結の範囲から除

外した。 
  

連結子会社数  15社 
主要な連結子会社名は、「第１

企業の概況 ４ 関係会社の状

況」に記載のとおり。 
 前連結会計年度までの連結子会

社のうち、株式会社東京バーディ

クラブ、および株式会社湯川組は

保有株式を売却したことにより、

連結の範囲から除外した。 

  非連結子会社名 
 フジタマレーシア 
 非連結子会社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)および利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 
  

非連結子会社名

 フジタマレーシア 
 非連結子会社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、中間純損益

(持分に見合う額)および利益剰余

金(持分に見合う額)等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

非連結子会社名 
フジタマレーシア 
非連結子会社は小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰

余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていない。 

２ 持分法の適用に関す

る事項 

持分法適用会社数 
 関連会社 ５社 
 持分法適用の主要な関連会社名

ならびに持分法非適用の非連結子

会社名は次のとおり。 
持分法適用の主要な関連会社名 
 株式会社砂原組 
 株式会社アルパーク 

持分法適用会社数

 関連会社 ４社 
 持分法適用の主要な関連会社名

ならびに持分法非適用の非連結子

会社名は次のとおり。 
持分法適用の主要な関連会社名 
 藤友工業株式会社 
 株式会社アルパーク 

持分法適用会社数 
関連会社 ５社 
持分法適用の主要な関連会社名

ならびに持分法非適用の非連結子

会社名は次のとおり。 
持分法適用の主要な関連会社名 
株式会社砂原組 
株式会社アルパーク 
  

  持分法非適用の非連結子会社名 
 フジタマレーシア 
前連結会計年度までの持分法適

用関連会社のうち、株式会社大阪

マルビルは合併により議決権の所

有割合が低下し、関連会社に該当

しなくなったため、持分法適用範

囲から除外した。 

 持分法非適用の非連結子会社

は、中間純損失(持分に見合う額)

および利益剰余金(持分に見合う

額)等に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除外して

いる。 
持分法適用会社のうち、中間決

算日が異なる会社については、当

該会社の中間会計期間に係る中間

財務諸表を使用している。 

持分法非適用の非連結子会社名

 フジタマレーシア  
前連結会計年度までの持分法適

用関連会社のうち、株式会社砂原

組は保有株式を売却したことによ

り、持分法適用の範囲から除外し

た。 
持分法非適用の非連結子会社

は、中間純損益(持分に見合う額)

および利益剰余金(持分に見合う

額)等に及ぼす影響が軽微である

ため、持分法の適用から除外して

いる。 
  

持分法非適用の非連結子会社名 
 フジタマレーシア 
前連結会計年度までの持分法適

用関連会社のうち、株式会社大阪

マルビルは合併により議決権の所

有割合が低下し、関連会社に該当

しなくなったため、持分法適用範

囲から除外した。 
 持分法非適用の非連結子会社

は、当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見

合う額）等に及ぼす影響が軽微で

あるため、持分法の適用から除外

している。 
 持分法適用会社のうち、決算日

が異なる会社については、当該会

社の事業年度に係る財務諸表を使

用している。 



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関

する事項 

 連結子会社のうち中間連結決算

日と異なる会社の中間決算日は、

６月30日が８社、８月31日が１社

である。 
 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用している。ただ

し、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上

必要な調整を行っている。 

 連結子会社のうち中間連結決算

日と異なる会社の中間決算日は、

６月30日が８社、８月31日が１社

である。 
 中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の中間

財務諸表を使用している。ただ

し、中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上

必要な調整を行っている。 

 連結子会社のうち連結決算日と

異なる会社の決算日は、12月31日

が８社、２月28日が１社である。 
 連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用している。ただし、連結決算日

との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

いる。 

４ 会計処理基準に関す

る事項 

      

 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法 

有価証券 

  

  

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価差

額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定している) 

有価証券 

 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

有価証券 

  

  

その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定している) 

    時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

  デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

デリバティブ 

同左 

  たな卸資産 

① 販売用不動産 

  個別法による原価法 

② 未成工事支出金 

  個別法による原価法 

③ その他のたな卸資産 

  主として個別法による原価法 

たな卸資産 

① 販売用不動産 

同左 

② 未成工事支出金 

同左 

③ その他のたな卸資産 

同左 

たな卸資産 

① 販売用不動産 

同左 

② 未成工事支出金 

同左 

③ その他のたな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は主

として定率法(ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物(建

物附属設備を除く)は定額法）を

採用し、在外連結子会社は主に定

額法を採用している。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

 建物・構築物    ５～50年 

 機械装置・運搬具  ２～10年 

有形固定資産 

 当社および国内連結子会社は主

として定率法(ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物(附

属設備を除く)は定額法）を採用

し、在外連結子会社は主に定額法

を採用している。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

 建物・構築物    ５～50年 

 機械装置・運搬具・工具器具・ 

備品        ２～20年 

有形固定資産 

同左 

  無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づいている。 

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上

基準 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒によ

る損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上している。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

        



  

  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来支給見込額に基づき計上

している。 

―――――― ―――――― 

  完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当中間連結会計期

間末に至る１年間の完成工事高に

対する将来の見積補償額に基づい

て計上している。 

完成工事補償引当金 

同左 

完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当連結会計年度の

完成工事高に対する将来の見積補

償額に基づいて計上している。 

  ―――――― 事業再構築引当金 

 当社策定の「新中期経営計画」

実施により発生が見込まれる損失

に備えるため、当中間連結会計期

間末において合理的に見積もられ

る金額を計上している。 

事業再構築引当金 

 当社策定の「新中期経営計画」

実施により発生が見込まれる損失

に備えるため、当連結会計年度末

において合理的に見積もられる金

額を計上している。 

  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務および年金資産の見込

額に基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認めら

れる額を計上している。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる按分額を費用処理している。 

 また、連結子会社の過去勤務債

務は、その発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(12年)による定額法により費用の

減額処理をしている。 

 数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数(主として10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしている。 

 なお当社は会社分割により会計

基準変更時差異および数理計算上

の差異を承継しており、上記費用

処理年数は承継前も含めた年数と

なっている。 

退職給付引当金 

同左 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務および年金資産の見込

額に基づき計上している。 

 会計基準変更時差異は、15年に

よる按分額を費用処理している。 

連結子会社の過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（12年）に

よる定額法により費用の減額処理

をしている。 

数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

（主として10年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理する

こととしている。 

なお当社は会社分割により会計

基準変更時差異および数理計算上

の差異を承継しており、上記費用

処理年数は承継前も含めた年数と

なっている。 

  

 (4) 重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理している。 

 なお、在外子会社等の資産・負

債および収益・費用は当該子会社

の中間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分および資本の部における

為替換算調整勘定に含めて計上し

ている。 

 外貨建金銭債権債務は中間連結

決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益として

処理している。また、在外子会社

等の資産・負債は当該子会社の中

間決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は少数株主

持分および資本の部における為替

換算調整勘定に含めて計上してい

る。 

 なお、在外子会社等の収益・費

用は当該子会社の中間決算日の直

物為替相場により円貨に換算して

いる。 

 外貨建金銭債権債務は連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

している。また、在外子会社等の

資産・負債は当該子会社の決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分およ

び資本の部における為替換算調整

勘定に含めて計上している。 

 なお、在外子会社等の収益・費

用は当該子会社の決算日の直物為

替相場により円貨に換算してい

る。 

        



  

  
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (5) 重要なリース取引の

処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

同左 同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の

方法 

① ヘッジ会計の方法 

  外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクをヘッジするために、

為替予約を行っている。 

  当中間連結会計期間において

ヘッジ会計の要件を満たしてい

る、為替予約の付された外貨建

金銭債権債務については、振当

処理を行っている。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

  外貨建金銭債権債務の為替変

動リスクをヘッジするために、

為替予約を行っている。 

  当連結会計年度においてヘッ

ジ会計の要件を満たしている、

為替予約の付された外貨建金銭

債権債務については、振当処理

を行っている。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

   為替予約 

  ヘッジ対象 

   外貨建金銭債権債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  ③ ヘッジ方針 

  デリバティブ取引の権限規程

に基づき、一定の範囲内で為替

リスクをヘッジしている。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  為替予約の締結時に、リスク

管理方針に従って、米通貨建に

よる同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動に

よる相関関係は完全に確保され

ているので中間決算日における

有効性の評価を省略している。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約の締結時に、リスク

管理方針に従って、米通貨建に

よる同一金額で同一期日の為替

予約をそれぞれ振当てているた

め、その後の為替相場の変動に

よる相関関係は完全に確保され

ているので決算日における有効

性の評価を省略している。 

  

 (7) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)

作成のための重要な

事項 

完成工事高の計上基準 

 完成工事高の計上は、原則とし

て工事進行基準によっている。た

だし、工期12ヶ月未満または請負

金額１億円未満の工事については

工事完成基準によっている。 

また、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に従い、全ての工事

について工事進行基準によってい

る。 

なお、工事進行基準によった完

成工事高は、82,738百万円であ

る。 

完成工事高の計上基準 

完成工事高の計上は、工期12ヶ

月以上かつ請負金額１億円以上の

工事については、工事進行基準に

より、それ以外の工事については

工事完成基準によっている。 

また、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に従い、全ての工事

について工事進行基準によってい

る。 

なお、工事進行基準によった完

成工事高は、84,064百万円であ

る。 

完成工事高の計上基準 

完成工事高の計上は、工期12ヶ

月以上かつ請負金額１億円以上の

工事については、工事進行基準に

より、それ以外の工事については

工事完成基準によっている。 

また、在外連結子会社は所在地

国の会計基準に従い、全ての工事

について工事進行基準によってい

る。 

なお、工事進行基準によった完

成工事高は、169,034百万円であ

る。 

  繰延資産の処理方法 

新株発行費等は、商法施行規則

の規定する最長期間にわたり均等

償却している。 

繰延資産の処理方法 

 新株発行費等は、支出時に全額

費用として処理している。 

  

(会計処理の変更) 

新株発行費等は、従来商法施行規

則に規定する最長期間（３年間）

にわたり均等償却していたが、当

中間連結会計期間に当社策定の

「新中期経営計画」に基づく財務

体質上の課題の根本的解決策とし

て債務免除、優先株式の無償強制

消却等が実施されたことを機に、

財務内容の更なる健全化を図るこ

ととし、当中間連結会計期間より

支出時に全額費用として処理する

方法に変更した。これにより当中

間連結会計期間に支出した新株発

繰延資産の処理方法 

新株発行費等は、商法施行規則

の規定する最長期間にわたり均等

償却している。 

  



  

  

行費等161百万円を資本構造改善

費用に含めて特別損失に計上して

いる。 

また、前連結会計年度より繰越さ

れた新株発行費等については、当

該発生原因となった優先株式が平

成17年８月において無償強制消却

されたことから、８月末の新株発

行費等残高についても、同様の趣

旨から資本構造改善費用に含めて

特別損失に計上している。 

この変更により、従来の方法によ

った場合と比較して、経常利益は

30百万円増加し、税金等調整前中

間純利益は156百万円減少してい

る。 

  消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税に相当

する額の会計処理は、税抜方式に

よっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結(連結)キャ

ッシュ・フロー計算

書における資金の範

囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引き

出し可能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなる。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算書

における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し

可能な預金および容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなる。 



会計処理の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より「固定資

産の減損に係る会計基準」（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 

平成14年８月９日））および「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用してい

る。 

これによる損益に与える影響は無

い。 

  

―――――― 



表示方法の変更 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

―――――――――――― （中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、流動資産の「その他」

に含めて表示していた「未収入金」（前中間連結会計期

間2,821百万円）は、資産の総額の100分の５を超えたた

め、当中間連結会計期間より区分掲記している。 

（中間連結損益計算書） 

 従来、区分掲記していた特別損失の「貸倒引当金繰入

額」(当中間連結会計期間67百万円)および「投資有価証

券評価損」(当中間連結会計期間273百万円)について

は、それぞれ特別損失の総額の100分の10以下となった

ため、当中間連結会計期間より特別損失の「その他」に

含めて表示している。 

  

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、営業外収益の「その

他」に含めて表示していた「為替差益」（前中間連結会

計期間５百万円）は、営業外収益の総額の100分の10を

超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記してい

る。 

前中間連結会計期間において、特別利益の「前期損益

修正益」に含めて表示していた「貸倒引当金戻入益」

（前中間連結会計期間78百万円）については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記してい

る。また、前中間連結会計期間において、区分掲記して

いた特別損失の「固定資産売却損」（当中間連結会計期

間３百万円）は、特別損失の総額の100分の10以下とな

ったため、当中間連結会計期間より特別損失の「その

他」に含めて表示している。 

  

―――――――――――― （中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において、財務活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示していた「自己

株式の取得による支出」（前中間連結会計期間△０百万

円）は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より

区分掲記している。 

  



追加情報 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上してい

る。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が109百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前中間純利益

が、109百万円減少している。 

  

当社グループは、当社が策定した

「財務体質上の課題の根本的解決」

と「収益基盤の強化」を柱とした

「新中期経営計画」（平成17年３月

31日策定）に沿って、平成17年３月

期において148,977百万円の事業再

構築費用を計上したため、145,206

百万円の当期純損失となり、平成17

年３月期末において119,240百万円

の債務超過となっておりました。 

当社グループは、「財務体質上の

課題の根本的解決」のために、「新

中期経営計画」において計画されて

いた410億円程度の第三者割当増資

による資本増強と、関係金融機関か

らの910億円程度の債務免除、なら

びに建設関連不動産販売事業部門の

会社分割の実現に向けてグループを

挙げて取り組んでまいりました。 

410億円程度の第三者割当増資に

つきましては、平成17年９月29日

に、総額41,000百万円の第三者割当

増資を実施し、ゴールドマン・サッ

クスの関連会社である有限会社フジ

タ・ホールディングスにすべて引受

けていただきました。 

関係金融機関からの910億円程度

の債務免除につきましては、平成17

年６月10日開催の「私的整理に関す

るガイドライン」に基づく第２回債

権者会議において、「新中期経営計

画」に対し、全対象債権者の同意書

を提出いただき、総額98,855百万円

の債務免除が決定し、平成17年９月

29日に債務免除が実行されました。 

 建設関連不動産販売事業部門の会

社分割につきましては、平成17年８

月２日に建設関連不動産販売事業部

門を会社分割し、新設した株式会社

ＧＣリアルエステートへ販売用不動

産等の資産39,632百万円と短期借入

金等の負債39,622百万円を承継させ

ました。更に資産の減損リスクを断

ち切るために、平成17年９月22日に

同社株式のすべてをグループ外の第

三者へ譲渡いたしました。 

これら「新中期経営計画」に基づ

く一連の施策の実行により、当中間

連結会計期間末の株主資本は22,654

百万円となり債務超過を解消すると

ともに、不動産の所有に起因する地

価下落等による資産の減損リスクを

断ち切り、財務体質上の課題を根本

的に解決することができました。 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日 企

業会計基準委員会 実務対応報告第

12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及

び一般管理費に計上している。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が107百万円増加し、営業利益、経

常利益が107百万円減少、また、税

金等調整前当期純損失が、107百万

円増加している。 

  



  

現在は、「新中期経営計画」の柱

である「収益基盤の強化」に集中的

に取り組んでおり、「選択と集中の

実践」を基本方針として、首都圏地

域への経営資源の集中、当社グルー

プの主力である民間建築分野の中で

も特に、商業、物流、医療・福祉、

および工場の４分野を重点分野とし

て、強化を図っております。当中間

連結会計期間の連結売上高につきま

しては、141,041百万円と計画比

2,041百万円の増加、営業利益は

2,358百万円と計画比342百万円減少

したものの、経常利益は316百万円

と計画比316百万円の増加となって

おります。 

当該状況により、平成17年９月30

日現在において、当社グループで

は、継続企業の前提に関する重要な

疑義を抱かせる事象または状況は解

消しております。したがいまして、

前連結会計年度の連結財務諸表に注

記した「継続企業の前提に関する重

要な疑義を抱かせる事象または状

況」に関する注記については、当中

間連結会計期間における中間連結財

務諸表には注記しておりません。 

  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

33,508百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

22,580百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

28,067百万円 

  

※２ このうち有価証券消費貸借契

約に基づく投資有価証券貸付

額       1,698百万円 

※２ このうち有価証券消費貸借契

約に基づく投資有価証券貸付

額       1,836百万円 

※２ このうち有価証券消費貸借契

約に基づく投資有価証券貸付

額       1,735百万円 

  

※３ 下記の資産は、長期借入金

8,823百万円および短期借入

金6,972百万円(うち長期借入

金からの振替分752百万円)等

の担保に供している。 

  百万円

現金預金 4,034

土地 2,690

建物・構築物 17,882

無形固定資産 1,804

投資その他の 
資産・その他 

157

計 26,568

※３ 下記の資産は、長期借入金

5,398万円および短期借入金

2,539百万円(うち長期借入金

からの振替分493百万円)等の

担保に供している。 

  百万円

現金預金 2,167

土地 97

建物・構築物 11,720

無形固定資産 1,807

投資その他の
資産・その他 

12

計 15,804

※３ 下記の資産は、長期借入金

8,747百万円および短期借入

金7,156百万円(うち長期借入

金からの振替分1,343百万円)

等の担保に供している。 

百万円

現金預金 3,288

土地 1,004

建物・構築物 16,157

無形固定資産 1,715

投資その他の 
資産・その他 

207

計 22,373

 

 ４ 偶発債務(保証債務・保証予

約等) 

  (1) 下記の得意先等の金融機関

(金融公庫等)からの借入金に

対し保証(予約を含む)を行っ

ている。 

  (2) 下記の得意先等が行うマン

ション購入者への手付金保証

契約に対する保証を行ってい

る。 

  

  百万円

大分シティ開発㈱およ
び㈱エフ・ジェイ・リ
アルエステート 

4,199

門司港開発㈱ 4,271

木更津市中尾・伊豆 
島土地区画整理組合 

3,269

計 11,739

  百万円

藤和不動産㈱ 
他１件 

2,011

計 2,011

合 計 13,751

 ４ 偶発債務(保証債務・保証予

約等) 

  (1) 持分法適用の関連会社の借

入金に対する保証 

  (2) 得意先等の金融機関からの

借入金に対する保証等 

  (3) 得意先が行うマンション購

入者への手付金保証契約に対

する保証 

  (4) その他の保証 

  

  百万円

㈱アルパーク 730

計 730

  百万円

門司港開発㈱ 3,967

木更津市中尾・伊豆
島土地区画整理組合

2,849

大分シティ開発㈱ 1,744

計 8,560

  百万円

藤和不動産㈱他３件 1,144

計 1,144

  百万円

従業員 27

計 27

合 計 10,463

 ４ 偶発債務(保証債務・保証予

約等) 

  (1) 持分法適用の関連会社の借

入金に対する保証 

  (2) 得意先等の金融機関からの

借入金に対する保証等 

  (3) 得意先が行うマンション購

入者への手付金保証契約に対

する保証 

  (4) その他の保証 

  

  

  

  

百万円

㈱アルパーク 562

計 562

百万円

門司港開発㈱ 4,119

木更津市中尾・伊豆 
島土地区画整理組合 

2,953

大分シティ開発㈱ 2,084

計 9,157

百万円

藤和不動産㈱他１件 1,576

計 1,576

百万円

従業員 35

計 35

合 計 11,331

５ 百万円

受取手形割引高 9,793

受取手形裏書譲渡高 779

売上債権譲渡高 5,224

５ 百万円

受取手形割引高 2,294

受取手形裏書譲渡高 180

５ 百万円

受取手形割引高 8,275

受取手形裏書譲渡高 1,265

売上債権譲渡高 2,593



  

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
※６ このうち連結調整勘定 

423百万円 

※６ このうち連結調整勘定 

262百万円 

※６ このうち連結調整勘定 

320百万円 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとお

りである。 

  百万円

従業員給料手当 2,914

地代家賃 1,107

退職給付費用 748

貸倒引当金繰入額 105

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとお

りである。 

  百万円

従業員給料手当 2,603

地代家賃 968

通信交通費 823

退職給付費用 452

※１ 販売費及び一般管理費の主要

な費目および金額は次のとお

りである。 

百万円

従業員給料手当 5,865

地代家賃 2,127

退職給付費用 1,491

貸倒引当金繰入額 228

※２ 前期損益修正益の内訳は次の

とおりである。 

  百万円

貸倒引当金戻入益 78

その他 12

計 90

    

※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりである。 

  百万円

土地 393

建物 3

計 397

  ※３ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりである。 

百万円

土地 419

建物・構築物 33

機械・運搬具・工具
器具・備品 

0

計 454

    ※４ 当社グループは当社策定の

「新中期経営計画」に沿っ

て、販売用不動産等の資産の

評 価 を 実 施 し た 結 果、

148,977百万円の事業再構築

費用を計上した。主要な費目

および金額は次のとおりであ

る。 

  

  

  

  

  

百万円

たな卸資産評価損 67,140

貸倒引当金繰入額 32,064

固定資産評価減 20,820

事業再構築引当金繰
入額 

19,753

※５ その他特別損失の主要な費目

および金額は次のとおりであ

る。 

  百万円

投資有価証券評価損 273

貸倒引当金繰入額 67

※５ その他特別損失の主要な費目

および金額は次のとおりであ

る。 

  百万円

子会社株式売却損 108

貸倒引当金繰入額 66

  

 ６ 当社グループの売上高は、通

常の営業の形態として、上半

期に比べ下半期に完成する工

事の割合が大きいため、連結

 ６ 同左   



  

次へ 

会計年度の上半期の売上高と下半期

の売上高との間に著しい相違

があり、上半期と下半期の業

績に季節的変動がある。 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
  

  

(リース取引関係) 
  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成16年９月30日現在） 

  

  百万円

現金預金勘定 23,914

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△7,447

現金及び現金同等物 16,466

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

  百万円

現金預金勘定 27,882

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△2,976

現金及び現金同等物 24,905

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

百万円

現金預金勘定 18,323

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金 

△1,846

現金及び現金同等物 16,476

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ 借主側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ 借主側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

１ 借主側 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび期末残高相当額 

  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

有形 
固定資産 
その他 

318 229 88

無形 
固定資産 12 5 6

合計 330 235 95

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

有形 
固定資産 
その他 

785 514 270

無形 
固定資産 51 40 11

合計 837 554 282

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形
固定資産
その他 

824 499 325

無形
固定資産

29 22 6

合計 854 521 332

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   なお、取得価額相当額および

未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

している。 
  

１年内 52百万円

１年超 42 

合計 95 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

同左 

１年内 171百万円

１年超 111

合計 282

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

   なお、取得価額相当額および

未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

１年内 166百万円

１年超 165 

合計 332 

 ③ 支払リース料および減価償却

費相当額 

支払リース料 28百万円

減価償却費相当額 28百万円

 ③ 支払リース料および減価償却

費相当額 

支払リース料 101百万円

減価償却費相当額 101百万円

 ③ 支払リース料および減価償却

費相当額 

支払リース料 200百万円

減価償却費相当額 200百万円



  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっている。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

―――――― （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はないので、項目等の記載は省略

している。 

 なお、当中間連結会計期間は減損

損失はない。 

  

―――――― 

２ 貸主側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額および中間期末残

高 

２ 貸主側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額および中間期末残

高 

２ 貸主側 

 ① リース物件の取得価額、減価

償却累計額および期末残高 

  

  取得価額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

中間 
期末残高
(百万円)

有形 
固定資産 
その他 

625 494 130

無形 
固定資産 36 32 4

合計 662 527 134

  取得価額
(百万円)

減価償却
累計額 
(百万円)

中間
期末残高
(百万円)

有形 
固定資産 
その他 

962 685 277

取得価額
(百万円)

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高
(百万円)

有形
固定資産
その他 

588 479 109

無形
固定資産

6 5 1

合計 594 484 110

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リース

料中間期末残高および見積残存

価額の残高の合計額が営業債権

の中間期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み法に

より算定している。 
  

１年内 105百万円

１年超 80 

合計 186 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

同左 

１年内 127百万円

１年超 152

合計 279

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

   なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期

末残高および見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の期末残

高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定して

いる。 

１年内 75百万円

１年超 48 

合計 123 

 ③ 受取リース料、減価償却費 

受取リース料 70百万円

減価償却費 21百万円

 ③ 受取リース料、減価償却費 

受取リース料 53百万円

減価償却費 27百万円

 ③ 受取リース料、減価償却費 

受取リース料 132百万円

減価償却費 33百万円



(有価証券関係) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

  

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)計上額 

その他有価証券 

  

  

  

(デリバティブ取引関係) 

  

 前中間連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年

９月30日）および前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

中間連結
貸借対照表
計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 国債・地方債等 ― ― ― 10 10 ― ― ― ―

合計 ― ― ― 10 10 ― ― ― ―

種類 

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

取得原価 
(百万円) 

中間連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

中間連結
貸借対照表
計上額 
(百万円) 

差額
(百万円) 

取得原価
(百万円) 

連結 
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(1) 株式 1,981 2,014 33 1,967 2,154 186 1,990 2,112 121

(2) 債券              

  国債・地方債等 10 10 0 － － － － － －

合計 1,991 2,024 33 1,967 2,154 186 1,990 2,112 121

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(注) その他有価証券で時価のある

株式について８百万円(株式

８百万円)減損処理を行ってい

る。 

   なお、当社グループは、当該

有価証券の時価が取得価額に比

べ50％以上下落したものについ

ては、原則として時価が取得価

額まで回復する見込みがないも

のとみなして、減損処理を行っ

ている。 

―――――― ―――――― 

種類 
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中連結間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

非上場株式 
(店頭売買株式を除く) 

4,057百万円 2,159百万円 2,233百万円

非上場外国債券 0百万円 0百万円 0百万円



 当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので該当事項はない。 

  

前へ     



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類および中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

開発事業  ：都市開発、地域開発等不動産開発全般に関する事業 

その他の事業：ホテル、レジャー事業他 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,284百万円である。その主なものは、提出

会社本社の総務部門、財務部門および経理部門に係る費用である。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類および中間連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

開発事業  ：都市開発、地域開発等不動産開発全般に関する事業 

その他の事業：ホテル、レジャー事業他 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,317百万円である。その主なものは、提出

会社本社の総務部門、財務部門および経理部門に係る費用である。 

  

  
建設事業 
(百万円) 

開発事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

120,991 3,278 3,338 127,609 ― 127,609

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

128 324 15,042 15,495 (15,495) ―

計 121,120 3,603 18,381 143,104 (15,495) 127,609

営業費用 116,668 3,510 18,367 138,546 (14,256) 124,290

営業利益 4,451 92 14 4,557 ( 1,239) 3,318

  
建設事業 
(百万円) 

開発事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

130,729 5,886 4,424 141,041      － 141,041

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

107 217 14,184 14,509 (14,509)      －

計 130,836 6,104 18,609 155,550 (14,509) 141,041

営業費用 127,871 5,413 18,557 151,842 (13,160) 138,682

営業利益 2,965 690 52 3,707 (1,349) 2,358



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分の方法 

日本標準産業分類および連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

建設事業  ：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

開発事業  ：都市開発、地域開発等不動産開発全般に関する事業 

その他の事業：ホテル、レジャー事業他 

３ 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,434百万円である。その主なものは、提出

会社本社の総務部、財務部および経理部に係る費用である。 

  

  
建設事業 
(百万円) 

開発事業
(百万円) 

その他の事業
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高     

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

300,488 11,498 7,601 319,588      － 319,588

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

481 617 31,868 32,967 (32,967)      －

計 300,969 12,115 39,470 352,556 (32,967) 319,588

営業費用 289,142 11,586 39,326 340,055 (30,566) 309,488

営業利益 11,827 529 143 12,500 (2,401) 10,099



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、中間連結財務諸表規則様式第二

号(記載上の注意10)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、中間連結財務諸表規則様式第二

号(記載上の注意10)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

を超えているため、連結財務諸表規則様式第二号(記載上の注意11)に基づき、所在地別セグメント情報の記載を

省略した。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、中間連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外

売上高の記載を省略した。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日) 

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっている。 

   ２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおり。 

      アジア     ：中国、香港 

      その他の地域  ：中南米他 

   ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、連結財務諸表規則様式第三号(記載上の注意５)に基づき、海外売上

高の記載を省略した。 

  

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,851 1,014 14,865

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 141,041

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.8 0.7 10.5



(１株当たり情報) 

  

(注) １ １株当たり中間純利益又は当期純損失金額、および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりである。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 △17.24円 １株当たり純資産額 △352.37円 １株当たり純資産額 △746.36円

１株当たり中間純利益 
金額 

2.00円
１株当たり中間純利益
金額 

4,958.43円
１株当たり当期純損失 
金額 

726.15円

  

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

0.46円

  

 当社は、平成17年８月23日に普通

株式10株を１株とする株式併合を行

った。当該株式併合が前期首に行わ

れたと仮定した場合の１株当たり情

報については、それぞれ以下のとお

りとなる。 

  

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額 

1,312.82円

前中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり純資
産額 

１株当たり純資
産額 

△172.40円 △7,463.57円
１株当たり中間
純利益金額 

１株当たり当期
純損失金額 

19.95円 7,261.51円
潜在株式調整後
１株当たり中間
純利益金額 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益について
は、１株当たり
当期純損失であ
るため記載して
いない。 

4.60円  

  

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、１株当たり当期純
損失であるため記載していない。 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間純利益又は
当期純損失金額 

  

中間純利益(百万円) 399 100,465 ― 

当期純損失(百万円) ― ― 145,206 

普通株主に帰属しない金額
        (百万円) 

― ― ― 

普通株式に係る 
中間純利益(百万円) 

399 100,465 ― 

普通株式に係る 
当期純損失(百万円) 

― ― 145,206 

普通株式の期中平均株式数
         (千株) 

199,972 20,261 199,967 

    

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益金額 

  

中間純利益調整額 
(百万円) 

― ― ― 

普通株式増加数(千株) 666,666 56,265 ― 

（うち優先株式の普通株
式への転換予約権） 

(千株) 
666,666 56,265 ― 

    

希薄化効果を有しないた



  

２ 前連結会計年度は、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について記載していないため、算定上の基礎として、普通株式

増加株式数およびその内訳は記載していない。 

め、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

― ―
優先株式の普通株式へ
の転換予約権 

666,666千株 



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ―――――― Ⅰ「私的整理に関するガイドライ
ン」について 
継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象または状況に
記載のとおり、当社は「新中期経
営計画」に沿って、平成17年３月
31 日に、関係金融機関に対し「私
的整理に関するガイドライン」に
従った金融支援を要請した。「私
的整理に関するガイドライン」に
基づく第２回債権者会議が平成 17
年６月10日に開催され、全対象債
権者の同意書の提出により再建計
画が成立し、98,855 百万円の債務
免除が決定している。かかる債務
免除は平成 17 年９月 30 日までに
実行される予定である。 
  
Ⅱ 建設関連不動産販売事業部門の
会社分割について 
平成17年６月８日開催の取締役
会において、当社は、平成17年８
月１日に建設関連不動産販売事業
部門を会社分割し、新設法人に承
継させることを決議し、平成17年
６月29日開催の定時株主総会にお
いて承認可決された。 
  
１ 新設分割を必要とする理由 
当社は、平成 14 年 10 月１日の
株式会社ＡＣリアルエステート
（旧社名：株式会社フジタ）の会
社分割で、建設事業に関する一切
の営業を承継し、設立された。こ
の会社分割において、造成中の工
業団地等の建設に密接に関連した
事業については、当社が承継して
事業を推進してきた。しかしなが
ら、これらの事業は販売に想定以
上の時間を要したことにより、地
価下落の継続による資産の減損リ
スクの拡大等にさらされることに
なった。 
このような状況に鑑み、建設事
業と建設関連不動産販売事業を分
割することにより、建設事業へ経
営資源を集中し、建設関連不動産
販売事業においては、保有資産の
早期有利販売ができる経営環境を
整備するものである。 
以上の理由から、建設関連不動
産販売事業を物的新設分割の方法
により、分割によって設立する会
社に承継させるものである。 
なお、分割によって設立する会
社が発行する株式は、当社に全株
式が割り当てられることとなる
が、当社は、当該株式の全部を速
やかに第三者に譲渡する予定であ
る。 
  
２ 分割計画書の内容 
 当社は、当社の建設関連不動産
販売事業に関する営業を、新たに
設立する会社（商号を「株式会社
ジー・シー・リアルエステート」
とする予定、以下「ＧＣリアルエ
ステート」という。）に承継させ
るための新設分割をなすにあた



り、次のとおり分割計画書を作成
する。 
  
(1)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）の定款の規定 
ＧＣリアルエステートの定款の
規定は、「ＧＣリアルエステート
定款」のとおりとする。 
(2)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）が分割に際して発行す
る株式の種類及び数並びに株式の
割当に関する事項 
ＧＣリアルエステートは、設立
に際して普通株式 20 万株を発行
し、その全てを当社に割当交付す
る。 
(3)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）の資本の額及び準備金
に関する事項 
ＧＣリアルエステートの設立の
際における資本金及び資本準備金
の額は次のとおりとする。 
 ①資本金   金1,000万円 
 ②資本準備金 商法第 288 条ノ
２第１項第３号ノ２の超過額 

(4)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）が分割する会社（当
社）から承継する権利義務に関す
る事項 
ＧＣリアルエステートは、分割
に際し、「承継権利義務明細表」
に記載のとおりの資産、負債及び
権利義務を当社から承継する。 
承継する権利義務のうち、商法

第 374 条ノ 10 第２項の規定により
当社及びＧＣリアルエステートの
連帯債務となった債務があるとき
は、最終的にＧＣリアルエステー
トが負担する。 
当社が、上記の連帯債務につい
て弁済するなどして履行した場合
には、当社はＧＣリアルエステー
トに対して、履行した債務全額に
ついて求償できることとし、ＧＣ
リアルエステートは直ちにこれを
支払うものとする。 
 また、ＧＣリアルエステート
は、建設関連不動産販売事業に関
する一切の営業に従事する従業員
との間の雇用契約を承継せず、当
社の同従業員をＧＣリアルエステ
ートに出向させることとする。 
(5)登記・登録等費用 
前項の規定により承継される財
産等に関する登記、登録、通知等
の手続に要する登録免許税他の費
用は当社が負担する。 
(6)分割をなすべき時期 
 分割をなすべき時期は、平成 17
年８月１日とする。 
 ただし、手続の進行上、必要あ
るときは当社の取締役会の承認を
得てこれを変更することができ
る。 
(7)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）の取締役及び監査役の
氏名 
 ①取締役 
  松井幸夫、鈴木 亨、寺山和
行、三木定久 
 ②監査役 
  上野慎悟、橋本卓三、藤井達
生 
(8)設立する会社（ＧＣリアルエ



ステート）の会計監査人 
 新日本監査法人 
(9)競業避止義務 
当社は、ＧＣリアルエステート
が承継する営業について、競業避
止義務を負わないものとする。 
(10)その他 
 本計画書に定めるもののほか、
会社分割に関し必要な事項は、本
計画書の趣旨に従って当社が決定
するものとする。 
  
「承継権利義務明細表」 
資産、負債及び権利義務 
分割により設立する会社（商号
を「株式会社ジー・シー・リアル
エステート」とする予定、以下
「ＧＣリアルエステート」とい
う。）が、当社から、次のものを
含め建設関連不動産販売事業に関
する一切の営業に属する資産、負
債その他これに付随する一切の権
利義務を承継する。 
承継権利義務のうち、債務につ
いては、ＧＣリアルエステートが
当社から免責的に承継し、分割
後、当社は債務を負わないものと
する。 
なお、対象資産および対象負債

の評価は、平成17年３月31日現在
の貸借対照表その他同日現在の計
算を基礎とし、これに分割を為す
べき日までの増減を加除した一切
の資産、負債および権利義務を、
分割を為すべき日において、ＧＣ
リアルエステートに承継する。 

（単位：百万円）  

但し、株式会社三井住友銀行と
の金銭消費貸借契約に基づく借入
債務および約束手形に基づく借入
債務の内金。 
なお、上記債務以外の借入債務
は、承継されないものとする。 
(3)承継する契約上の地位 
建設関連不動産販売事業に関す
る一切の営業およびその管理に係
る契約（次の契約およびこれらに
附帯する一切の契約を含む）。 

(1)資産   

①流動資産   

現金・預金 618 

販売用不動産 30,174 

②固定資産   

有形固定資産   

土地 1,399 

投資等   

関係会社株式・貸付

金 

7,391 

資産合計 39,584 

    

(2)負債   

短期借入金 39,574 



業務委託（受託）契約、仲介契
約、売買契約、リース契約、賃貸
借契約、金銭消費貸借契約（貸付
分）、出向に関する契約、労働者
派遣契約、近隣協定契約、近隣補
償契約、不動産賃貸借契約、不動
産使用貸借契約、共同企業体協
定、工事施工協力協定、工事完成
保証契約、保険契約、年金契約、
預金取引等金銭消費寄託契約、手
形・小切手に関する契約、振込・
振替に関する契約、秘密保持契
約、特許・ソフトウェア等実施権
許諾契約、共同研究・共同開発契
約、特許等共同出願契約、事業協
定契約、業務提携契約、委任契
約、顧問契約 
  
  
  
(4)その他 
建設関連不動産販売事業に関す
る一切の営業に属する一切の知的
財産権およびノウハウならびにこ
れらの使用権および実施権。 
  
「株式会社ＧＣリアルエステート
定款」 
第１章 総則 
（商号） 
第１条 当会社は、株式会社ジ
ー・シー・リアルエステートと称
し、英文 では GC  Real  Estate 
Development  Co.,Ltd.と 表示 す
る。 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営
むことを目的とする。 
(1)不動産、不動産債権の所有、
売買、交換、貸借、管理およ
びこれらの代理もしくは仲介
に関する業務 

(2) 不動産の評価、鑑定およびコ
ンサルティング業務 

(3)  建設工事の請負、企画、設
計、監理およびコンサルティ
ング業務 

(4) 地域開発、都市開発、海洋開
発、資源開発および環境整備
等に関する調査、企画、設
計、監理およびコンサルティ
ング業務 

(5) 住宅用地、工業用地、別荘用
地等の開発、造成、分譲およ
びコンサルティング業務 

(6) 住宅、工場、倉庫、店舗等の
設計、建設、分譲およびコン
サルティング業務 

(7) 事務所用ビル、商業用ビル等
の企画、設計、建設およびコ
ンサルティング業務 

(8) 土壌汚染の状況調査、除去お
よびコンサルティング業務 

(9) 建物、構造物、設備の保守、
管理およびコンサルティング
業務 

(10) 宿泊施設、スポーツ施設、
レクリエーション施設、健
康・医療施設、教育施設、飲
食店等の保有、貸借、経営お
よびコンサルティング業務な
らびに旅行代理店業 

(11) 工業所有権、著作権等の無
体財産権、ノウハウその他ソ



フトウエアの企画開発、取得、賃
貸および販売ならびに情報処
理サービス業 

(12) 土石および鉱物の採取、販
売およびコンサルティング業
務 

(13) 労働者派遣事業 
(14) 前各号に附帯する一切の業
務 

（本店の所在地） 
第３条 当会社の本店は、東京都
渋谷区に置く。 
（公告の方法） 
第４条 当会社の公告は、電子公
告により行う。 
ただし、電子公告によることがで
きない事故その他のやむを得ない
事由が生じたときは官報に掲載す
る。 
  
第２章 株式 
（会社の発行する株式の総数） 
第５条 当会社の発行する株式の
総数は、80万株とする。 
（株券の不発行） 
第６条 当会社は、株券を発行し
ない。 
（基準日） 
第７条 当会社は、毎年７月31日
の最終の株主名簿等に記載または
記録された株主をもって、その決
算期に関する定時株主総会におい
て権利を行使すべき株主とする。 
２ 前項の外必要のある場合には
取締役会の決議によって予め公告
して基準日を定めることができ
る。 
  
第３章 株主総会 
（総会の招集） 
第８条 定時株主総会は毎決算期
の翌日から３ヵ月以内に招集し、
臨時株主総会は必要あるごとに招
集する。 
（総会の招集者） 
第９条 株主総会は、法令に別段
の定めがある場合を除いて取締役
会の決議に基づき、取締役社長が
これを招集する。取締役社長に事
故あるときは、取締役会において
予め定めた順位に従い他の取締役
がこれを招集する。 
（総会の議長） 
第１０条 株主総会の議長は取締
役社長がこれに当る。取締役社長
に事故あるときは、取締役会にお
いて予め定めた順位に従い他の取
締役がこれに代る。 
（決議の方法） 
第１１条 株主総会の決議は法令
または本定款に別段の定めある場
合を除き、出席した株主の議決権
の過半数によってこれを決する。 
２ 商法第343条に規定する株主総
会の決議は総株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の３分の２以上をもっ
てこれを決する。 
（議決権の代理行使） 
第１２条 株主またはその法定代
理人が代理人をして議決権を行使
せしめようとするときは、当会社
の議決権を有する株主に限り委任
することができる。この場合には



代理権を証する書面を会社に提出
しなければならない。 
  
第４章 取締役および取締役会 
（取締役の員数） 
第１３条 当会社の取締役は７名
以内とする。 
（取締役の選任） 
第１４条 取締役は株主総会にお
いて選任する。 
２ 取締役の選任の決議は総株主
の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半
数をもってこれを行なう。 
３ 取締役の選任については累積
投票によらないものとする。 
（取締役の任期） 
第１５条 取締役の任期は就任後
２年内の最終の決算期に関する定
時株主総会の終結の時までとす
る。 
（代表取締役） 
第１６条 取締役会の決議により
代表取締役を定める。代表取締役
は会社を代表し、取締役会の決議
に基づき会社の業務を統理する。 
（役付取締役） 
第１７条 取締役会の決議をもっ
て取締役社長１名、取締役副社
長、専務取締役、常務取締役その
他の役付取締役各若干名を選任す
ることができる。 
（取締役会の招集） 
第１８条 取締役会の招集は、各
取締役および各監査役に対して会
日の３日前までに通知するものと
する。ただし、緊急を要する場合
はこれを短縮することができる。 
（取締役会の決議） 
第１９条 取締役会の決議は取締
役の過半数が出席し、その過半数
によって決定する。 
（取締役の責任） 
第２０条 当会社は、商法第266
条第12項の規定により、取締役会
の決議をもって、同条第１項第５
号の行為に関する取締役（取締役
であった者を含む。）の責任を法
令の限度において免除することが
できる。 
  
第５章 監査役および監査役会 
（監査役の員数） 
第２１条 当会社の監査役は３名
以内とする。 
（監査役の選任） 
第２２条 監査役は株主総会にお
いて選任する。 
２ 監査役の選任の決議は総株主
の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半
数をもってこれを行なう。 
（監査役の任期） 
第２３条 監査役の任期は就任後
４年内の最終の決算期に関する定
時株主総会の終結の時までとす
る。 
２ 任期の満了前に退任した監査
役の補欠として選任された監査役
の任期は退任した監査役の任期の
満了すべき時までとする。 
（監査役会の招集） 
第２４条 監査役会の招集は、各
監査役に対して会日の３日前まで



に通知するものとする。 
（監査役会の決議） 
第２５条 監査役会の決議は法令
に別段の定めある場合を除き、そ
の過半数によって決定する。 
（監査役の責任） 
第２６条 当会社は、商法第280
条第１項の規定により、取締役会
の決議をもって、監査役（監査役
であった者を含む。）の責任を法
令の限度において免除することが
できる。 
  
第６章 計算 
（決算期） 
第２７条 当会社の決算期は毎年
７月31日とする。 
（利益配当金の支払） 
第２８条 当会社の利益配当金
は、毎決算期最終の株主名簿等に
記載または記録された株主または
登録質権者に支払う。 
２ 前項の利益配当金は、支払開
始の日から満３年を経過したとき
は、その支払の義務を免れるもの
とする。 
  
第７章 附則 
（設立） 
第２９条 当会社の設立は、商法
第373条の会社分割による。 
２ 当会社の設立に際して発行す
る株式の総数は、普通株式20万株
とする。 
  
（最初の営業年度） 
第３０条 当会社の最初の営業年
度は、当会社設立の日から平成18
年７月31日までとする。 
（最初の取締役および監査役の任
期） 
第３１条 当会社の最初の取締役
および監査役の任期は、就任後１
年内の最終の決算期に関する定時
株主総会の終結の時までとする。 
（本章の取扱） 
第３２条 本章に定める規定は、
平成18年７月期に関する定時株主
総会終結のときをもって削除す
る。 
  

Ⅲ 第三者割当による新株式発行に
ついて 
平成17年６月８日開催の当社取
締役会において、第三者割当によ
る新株式発行（普通株式および優
先株式、以下「本件増資」とい
う。）に関し、下記のとおり決議
し、同日ＧＳキャピタル・パート
ナーズ（ゴールドマン・サックス
が組成し運用する企業投資ファン
ド）、森トラスト株式会社等によ
り組成される予定である投資媒体
（以下、「本件投資媒体」）に、
当社が実施する総額41,000百万円
の増資引受をしていただくことに
つき合意した。なお、本件増資は
有利発行となるため、平成17年７
月19日に開催予定の臨時株主総会
に付議する予定である本件新株式
発行のための「定款の変更」、
「本件新株式の有利発行」の承認
決議ならびに、同じく付議する予
定の「減資」（90％の無償減資を



予定）、「減資に伴う既存優先
株式の無償強制消却」、「減資に
伴う既存普通株式の株式併合」
（10：１の併合を予定）の承認決
議を停止条件としている。 
  
１ 新株式発行要領 
「普通株式」 
(1)発行新株式数  24,444,445株 
(2)発行価額 １株につき金110円 
(3)発行価額の総額 
       金2,688,888,950円 
(4)資本組入額 １株につき金55円 
(5)資本組入額の総額 
       金1,344,444,475円 
(6)申込期日  平成17年９月29日 
(7)払込期日  平成17年９月29日 
(8)配当起算日      ４月１日 
(9)割当先及び株式数 
 第三者割当の方法により本件投
資媒体に全株割当てる。(注) 
(10)新株式の継続所有の取決めに
関する事項 
当該株式の発行日から２年以内
に割当新株の譲渡を行った場合に
は、その内容について当社に報告
し、かつ開示する旨の確約を依頼
する予定。 
(11)前記各号については、証券取
引法による届出の効力発生を条件
とする。 
(注)１ 割当予定先については、

現時点での予定である。 
２ 普通株式の新株式発行要
領は株式併合（10：１）
を前提としたものであ
る。 

  
「優先株式」 
(1)発行新株式数  44,444,445株 
(2)発行価額 １株につき金862円 
(3)発行価額の総額 
      金38,311,111,590円 
(4)資本組入額 

１株につき金431円 
(5)資本組入額の総額 
      金19,155,555,795円 
(6)申込期日  平成17年９月29日 
(7)払込期日  平成17年９月29日 
(8)配当起算日 平成17年９月29日 
(9)割当先及び株式数 
 第三者割当の方法により本件投
資媒体に全株割当てる。(注) 
(10)議決権 
本件種類株式を有する株主（以
下「本件種類株主」という。）
は、株主総会において議決権を有
しない。但し、本件種類株式に関
わる優先配当金（以下に定義す
る）を支払う旨の議案が、前営業
年度に係る定時株主総会に提出さ
れない場合は、当該定時株主総会
により、又はその議案が当該定時
株主総会において否決された場合
は、当該定時株主総会の終結の時
より引受人に対して優先配当金を
支払う旨の決議がなされる時まで
議決権を有するものとする。但
し、本件種類株式の発行済株式総
数の過半数を有する本件種類株主
が当該定時株主総会までに前文の
議決権の復活につき放棄する旨の
通知を発行会社にした場合はこの
限りでない。 



(11)優先配当金 
①優先配当金の計算 
優先株式１株当たりの優先配当
金（以下「優先配当金」とい
う。）の額は、優先株式の発行
価額（862円）に、それぞれの営
業年度ごとに下記の配当年率を
乗じて算出した額とする。優先
配当金は、円位未満小数第４位
まで算出し、その小数第４位を
四捨五入する。 
払込期日以降、次回配当年率修
正日の前日までの各営業年度に
ついて、下記算式により計算さ
れる配当年率（以下「配当年
率」という。）とする。 
配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月
物）＋450bp 
配当年率は、％位未満小数第４
位まで算出し、その小数第４位
を四捨五入する。 
・「配当年率修正日」は、平成
17年４月１日及び、以降毎年４
月１日とする。当日が、銀行休
業日の場合は、前営業日を配当
年率修正日とする。 
・「日本円TIBOR（６ヶ月物）」
は、平成17年４月１日又は各配
当年率修正日及びその直後の10
月１日（当日が銀行休業日の場
合は前営業日）の２時点におい
て、午前11時における日本円６
ヶ月物トーキョー・インター・
バンク・オファード・レート
（日本円TIBOR）として全国銀行
協会連合会によって公表される
数値の平均値を指すものとす
る。 
日本円TIBOR（６ヶ月物）が公表
されていなければ、同日（当日
が銀行休業日の場合は前営業
日）ロンドン時間午前11時にお
けるスクリーン・ページに表示
されるロンドン銀行間市場貸し
手レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月
物（360日ベース））として英国
銀行協会（ＢＢＡ）によって公
表される数値又はこれに準ずる
ものと認められるものを日本円
TIBOR（６ヶ月物）に代えて用い
るものとする。 
②累積・参加条項 
本件種類株式に対しては、ま
ず、上記①に記載する額の優先
配当金が支払われた後、普通株
式に対する配当金と同順位で同
額の配当金が支払われる。後者
の計算にあたっては、本件種類
株式を転換することにより取得
する普通株式数に、既存の普通
株式１株あたりの配当額を乗じ
た額とする。 
優先配当金が１株につき上記①
に記載する額に達しないとき
も、その不足額は次の決算期に
おいて補填しないものとする。 
③優先中間配当金 
発行会社は、中間配当を行うと
きは、毎年９月30日最終の株主
名簿に記載又は記録された本件
種類株主に対し、普通株主に先
立ち、本件種類株式１株につき
優先配当金の２分の１を限度と
して、取締役会の決議で定める



金額の優先中間配当金を支払う
ものとする。 
(12)残余財産の分配 
発行会社が残余財産を分配する
ときは、本件普通株式に先立ち本
件種類株式1株につき862円（以下
「優先分配額」という。）を支払
う。優先分配額を超えて残余財産
を分配するときは、優先分配額の
支払いの後、本件種類株式が全て
転換されるとした場合に取得され
る普通株式数を基礎として、普通
株式と同順位で本件種類株式に対
して追加の残余財産の分配が行わ
れる。 
(13)転換予約権 
本件種類株主は、下記①で定め
る転換を請求し得べき期間中、下
記②で定める転換の条件で本件種
類株式の普通株式への転換を請求
することができる。 
①転換を請求し得べき期間 
平成17年９月29日（本件種類株
式引受日）から 
②転換の条件 
本件種類株式は、下記の転換の
条件で普通株式に転換すること
ができる。 
イ.普通株式１株当たりの当初
転換価額 
本件普通株式の発行価額と
同じ 

ロ.転換価額の調整 
a.発行会社は、本件種類株
式の発行後、下記b.に掲げ
る各事由により発行会社の
普通株式に変更を生じる場
合又は変更を生じる可能性
がある場合は、次に定める
算式（以下「転換価額調整
式」という。）により転換
価額を調整する。 
  

  
b.転換価額調整式により本
件種類株式の転換価額の調
整を行う場合およびその調
整後の転換価額の適用時期
については、次に定めると
ころによる。 
i.下記e.に定める時価を下
回る払込金額又は処分価額
をもって普通株式を新たに
発行し又は発行会社の有す
る普通株式を処分する場合
（但し、発行会社の普通株
式に転換される証券もしく
は転換できる証券又は発行
会社の普通株式の交付を請
求できる新株予約権（新株
予約権付社債に付されたも
のを含む。）の転換又は行
使による場合および単元未
満株式の買増請求による場

調整後
転換 
価額

＝
調整前
転換 
価額

×
既発行
普通
株式数

＋ 

新規発行 
・処分 
普通株式数 

× 
１株当たり 
払込金額 
・処分価額 

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋ 
新規発行・処分普通株式数 



合を除く。） 
調整後の転換価額は、払込
期日の翌日以降、又は募集
のための株主割当日がある
場合はその日の翌日以降こ
れを適用する。 
ii.株式の分割により普通株
式を発行する場合 
調整後の転換価額は、株式
分割のための株主割当日の
翌日以降これを適用する。
但し、配当可能利益から資
本に組入れられることを条
件としてその部分をもって
株式分割により普通株式を
発行する旨取締役会で決議
する場合で、当該配当可能
利益の資本組入れの決議を
する株主総会の終結の日以
前の日を株式の分割のため
の株主割当日とする場合に
は、調整後の転換価額は、
当該配当可能利益の資本組
入れの決議をした株主総会
の終結の日の翌日以降これ
を適用する。なお、上記但
し書の場合において、株式
分割のための株主割当日の
翌日から当該配当可能利益
の資本組入れの決議をした
株主総会の終結の日までに
転換の請求をなしたものに
対しては、次の算式により
算出された株式数の普通株
式を新たに発行する。 

  

  
この場合に１株未満の端数
を生じたときはこれを切り
捨て、現金による調整は行
わない。 
iii.下記e.に定める時価を
下回る価額をもって発行会
社の普通株式に転換される
証券もしくは転換できる証
券又は発行会社の普通株式
の交付を請求できる新株予
約権（新株予約権付社債に
付されたものを含む。）を
発行する場合 
調整後の転換価額は、その
発行日に又は募集のための
株主割当日がある場合は株
主割当日の終わりに、発行
される証券又は新株予約権
の全てが当初の転換価額で
転換され又は当初の行使価
額で行使されたものとみな
して転換価額調整式を準用
して算出するものとし、そ
の発行日の翌日以降又は募
集のための株主割当日があ
る場合は株主割当日の翌日
以降これを適用する。 
c.発行会社は、上記b.の転
換価額の調整を必要とする
場合以外にも、次に掲げる
場合には、取締役会が適当
と判断する転換価額の調整
を行う。 

株式数 ＝ 

（調整前転換価
額 
－調整後転換価
額） 

× 

調整前転換価額に
より 
当該期間内に発行
された 
普通株式数 

  調整後転換価格 
  



i.株式の併合、資本の減
少、商法第373条に定められ
た新設分割、商法第374条ノ
16に定められた吸収分割、
又は合併のために転換価額
の調整を必要とするとき。 
ii.その他発行会社の普通株
式数の変更又は変更の可能
性が生じる事由の発生によ
り転換価額の調整を必要と
するとき。 
iii.転換価額を調整すべき
事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく
調整後の転換価額の算出に
あたり使用すべき時価につ
き、他方の事由による影響
を考慮する必要があると
き。 
d.転換価額調整式の計算に
ついては、円位未満小数第
２位まで算出し、その小数
第２位を切り捨てる。 
e.転換価額調整式で使用す
る時価は、調整後の転換価
額を適用する日（但し、上
記b.ii.但し書の場合は株主
割当日）に先立つ45取引日
目に始まる30取引日（終値
のない日数を除く。）の東
京証券取引所における発行
会社の普通株式の普通取引
の毎日の終値（気配表示を
含む。）の平均値とする。
この場合、平均値の計算
は、円位未満小数第２位ま
で算出し、その小数第２位
を切り捨てる。 
f.転換価額調整式で使用す
る既発行普通株式数は、株
主割当日がある場合はその
日、また、株主割当日がな
い場合は、調整後の転換価
額を適用する日の１ヶ月前
の日における発行会社の発
行済普通株式数から、当該
日における発行会社の有す
る発行会社の普通株式数を
控除した数とする。 
g.転換価額調整式により算
出された転換価額と調整前
転換価額との差額が１円未
満にとどまるときは、転換
価額の調整は行わないこと
とする。但し、次に転換価
額の調整を必要とする事由
が発生し調整後の転換価額
を算出する場合は、転換価
額調整式中の調整前転換価
額に代えて、調整前転換価
額からこの差額を差引いた
額を使用するものとする。 

ハ.転換により発行すべき普通
株式数 
本件種類株式の転換により
発行すべき普通株式数は、
次のとおりとする。 
  

  
発行すべき普通株式数の算
出に当って1株未満の端数が

転換により発行
すべき普通株式

数 
＝

本件種類株主が 
転換請求のために提出した 
本件種類株式の発行価額総額

転換価額 



生じたときはこれを切り捨
て、現金による調整は行わ
ない。 

ニ.転換の効力は、転換請求書
および本件種類株式の株券
が発行会社に到着した時に
発生する。但し、本件種類
株式の株券が発行されない
時は、株券の提出を要しな
い。 

(14)期中転換があった場合の取扱
い 
本件種類株式の転換により発行
された普通株式に対する最初の利
益配当金または中間配当金は、転
換の請求が４月１日から９月30日
までになされたときは４月１日
に、10月１日から翌年３月31日に
なされたときは10月１日、それぞ
れ転換があったものとみなしてこ
れを支払う。 
(15)株式の併合又は分割、新株引
受権等 
発行会社は、法令に別段の定め
がある場合を除き、本件種類株式
について株式の併合又は分割を行
わない。発行会社は、本件種類株
式に対し、新株引受権又は新株予
約権もしくは新株予約権付社債の
引受権を与えない。 
(16)優先順位 
優先配当金ならびに残余財産の
分配の支払順位は同順位とする。 
(注)１ 割当予定先については、

現時点での予定である。 
２ 普通株式の新株式発行要

領は株式併合（10：１）
を前提としたものであ
る。 

  
Ⅳ 資本減少および資本減少に伴う
普通株式の併合ならびに優先株式
の無償強制消却の件 
 平成17年６月21日開催の当社取
締役会において、資本減少および
資本減少に伴う普通株式の併合な
らびに優先株式の無償強制消却の
件について、平成17年７月19日に
開催予定の臨時株主総会に付議す
ることを決議した。 
  
 議案の要領 
１ 資本減少および資本減少に伴
う普通株式の併合ならびに優先
株式無償強制消却の理由 
当社は、収益基盤の強化を推
進するため、「新中期経営計
画」を策定し、計画に沿って損
失等を計上したことにより、平
成17年３月期に多額の欠損金が
生じているが、その填補のため
に資本の減少を行うものであ
る。 
なお、資本減少に伴い、将来
の普通株式の発行済株式数の適
正化を目的として、普通株式の
併合を行うとともに、将来の配
当負担および潜在株式数の解消
を目的として、Ａ種優先株式お
よびＢ種優先株式を無償で強制
消却するものである。 
２ 資本減少および資本減少に伴
う普通株式の併合ならびに優先
株式無償強制消却の内容 



(1)資本減少の内容 
資本の額25,000百万円を24,000
百万円減少して1,000百万円とす
る。 
なお、払戻しを行わない無償の
減資とする。 
(2)普通株式併合の内容 
普通株式の発行済株式の総数２
億株について、10株を１株に併合
することにより、2,000万株とす
る。 
(3)優先株式無償強制消却の内容 
Ａ種優先株式（5,000万株）お
よびＢ種優先株式（2,500万株）
のすべてを無償で強制消却する。 
(4)なお、その他の必要な事項に
ついては、取締役会に一任する。 
  
Ⅴ 資本準備金減少の件 
平成17年６月21日開催の当社取
締役会において、資本準備金減少
の件について、平成17年７月19日
に開催予定の臨時株主総会に付議
することを決議した。 
  
議案の要領 
当社は、平成17年３月期におい
て多額の欠損金が生じており、資
本減少に加え、商法第289条第２
項の規定に基づき、当社の資本準
備金15,025,880,173円を 
14,775,880,173円減少し欠損の填
補に充当させる。なお、資本準備
金減少の効力の発生は、資本減少
の効力発生を条件とする。 
  
Ⅵ 第三者割当増資後の資本減少な
らびに資本準備金減少の件 
平成17年６月21日開催の当社
取締役会において、平成17年９
月29日に予定されている第三者
割当増資後の資本減少ならびに
資本準備金減少の件について、
平成17年７月19日に開催予定の
臨時株主総会に付議することを
決議した。 
  
議案の要領 
１ 第三者割当増資後の資本減少
ならびに資本準備金減少の理由 
当社は、平成17年３月期におい
て多額の欠損金が生じており、上
記「Ⅰ「私的整理に関するガイド
ライン」について」に記載の債務
免除ならびに「Ⅳ 資本減少およ
び資本減少に伴う普通株式の併合
ならびに優先株式の無償強制消却
の件」に記載の資本減少および
「Ⅴ 資本準備金減少の件」に記
載の資本準備金の減少をもっても
解消できない欠損金について、平
成17年９月29日に予定されている
第三者割当増資後に資本および資
本準備金を減少し、資本の欠損の
填補に充てるものである。 
２ 第三者割当増資後の資本減少
ならびに資本準備金減少の内容 
当社の資本金は、上記「Ⅳ 資

本減少および資本減少に伴う普通
株式の併合ならびに優先株式の無
償強制消却の件」に記載の資本減
少後に実施される「Ⅲ 第三者割
当による新株式発行について」に
記載の第三者割当増資により



  

 (2) 【その他】 

該当事項はない。 

  

20,500,000,270 円 増 加 し て
21,500,000,270円となる見込みで
あるが、この資本の額 
21,500,000,270円を 
7,500,000,270円減少して、資本
の額を14,000百万円とする。減少
し た 資 本 の 額 の う ち
1,500,999,773円を資本の欠損の
填補に備えることとするものであ
る。 
なお、払戻しを伴わない無償の
減資とする。 
当社の資本準備金は、上記「Ⅴ 
資本準備金減少の件」に記載の資
本準備金の減少後に実施される
「Ⅲ 第三者割当による新株式発
行について」に記載の第三者割当
増資により20,500,000,270円増加
して20,750,000,270円となる見込
みであるが、この資本準備金
20,750,000,270円を 
17,225,000,270円減少し、その全
額を資本の欠損の填補に充てるこ
ととするものである。なお、この
資本準備金減少の効力発生は第三
者割当増資後の資本減少の効力発
生を条件とする。 

以  上 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)             

Ⅰ 流動資産             

現金預金 ※３ 15,479   20,366   12,268    

受取手形 1,470   2,137   1,959    

完成工事未収入金 111,146   98,046   112,235    

販売用不動産 69,171   198   30,197    

未成工事支出金 37,376   23,602   17,144    

開発事業等支出金 6,789   912   1,470    

未収入金 ─   12,057   10,344    

その他 13,964   9,341   12,539    

貸倒引当金 △383   △1,772   △2,992    

流動資産合計   255,013 74.0  164,889 81.6   195,166 82.3

Ⅱ 固定資産             

１ 有形固定資産 ※１             

土地 26,586   13,047   14,446    

その他 8,036   4,414   4,507    

有形固定資産計 34,622   17,462   18,953    

２ 無形固定資産 3,411   1,050   1,104    

３ 投資その他の資産             

投資有価証券 ※2,3 22,272   7,612   11,218    

長期貸付金 23,248   19,880   21,810    

その他 22,943   25,981   25,320    

貸倒引当金 △17,149   △34,924   △36,316    

投資その他の資産計 51,313   18,550   22,032    

固定資産合計   89,348 26.0  37,062 18.4   42,089 17.7

Ⅲ 繰延資産   66 0.0  ─ ─   44 0.0

資産合計   344,429 100  201,952 100   237,301 100

               



  

  

   
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)              

Ⅰ 流動負債              

支払手形  28,464   34,198   42,169    

工事未払金  72,511   78,333   98,235    

短期借入金 ※３ 125,505   ─   111,909    

未成工事受入金  23,549   22,227   19,077    

引当金  828   605   427    

その他 ※６ 17,830   13,877   19,127    

流動負債合計    268,689 78.0  149,243 73.9   290,947 122.6

Ⅱ 固定負債              

長期借入金 ※３ 39,585   ─   32,648    

退職給付引当金  8,650   9,934   10,702    

事業再構築引当金  ─   19,023   19,023    

その他  275   267   314    

固定負債合計    48,511 14.1  29,225 14.5   62,689 26.4

負債合計    317,201 92.1  178,469 88.4   353,636 149.0

               

(資本の部)              

Ⅰ 資本金    25,000 7.2  14,000 6.9   25,000 10.6

Ⅱ 資本剰余金              

資本準備金  15,025   3,525   15,025    

その他資本剰余金  ─   5,999   ─    

資本剰余金合計    15,025 4.4  9,524 4.7   15,025 6.3

Ⅲ 利益剰余金              

中間(当期)未処理損失  12,724   125   156,357    

利益剰余金合計    △12,724 △3.7  △125 △0.0   △156,357 △65.9

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

   △70 △0.0  94 0.0   △0 △0.0

Ⅴ 自己株式    △2 △0.0  △10 △0.0   △3 △0.0

資本合計    27,228 7.9  23,482 11.6   △116,335 △49.0

負債資本合計    344,429 100  201,952 100   237,301 100 

                



② 【中間損益計算書】 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高             

完成工事高 118,464   122,388   284,376    

開発事業等売上高 1,847 120,312 100 4,766 127,155 100 8,758 293,135 100

Ⅱ 売上原価             

完成工事原価 108,246   114,305   262,293    

開発事業等売上原価 1,713 109,959 91.4 4,038 118,344 93.1 8,005 270,299 92.2

売上総利益             

完成工事総利益 10,218   8,082   22,083    

開発事業等総利益 134 10,353 8.6 727 8,810 6.9 752 22,835 7.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,960 5.8  6,406 5.0   13,499 4.6

営業利益   3,392 2.8  2,403 1.9   9,335 3.2

Ⅳ 営業外収益 ※１   175 0.1  231 0.2   205 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２   2,583 2.1  2,140 1.7   5,327 1.8

経常利益   984 0.8  494 0.4   4,213 1.4

Ⅵ 特別利益 ※３   2,451 2.0  99,478 78.2   2,435 0.8

Ⅶ 特別損失 ※４   2,740 2.2  1,250 1.0   146,747 50.0

税引前中間純利益   695 0.6  98,722 77.6   ─  

税引前当期純損失   ─   ─    140,098 △47.8

法人税、住民税及び事業税 141   164   275    

法人税等調整額 △94 47 0.0 △172 △7 △0.0 2,611 2,886 1.0

中間純利益   647 0.5  98,729 77.6   ─  

当期純損失   ─   ─    142,984 △48.8

前期繰越損失   13,372   156,357    13,372  

資本金減少による 
欠損填補額 

  ─   25,500    ─  

資本準備金減少による 
欠損填補額 

  ─   32,000    ─  

中間(当期)未処理損失   12,724   125    156,357  

              



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― 
  

――――――
  

当社は、当事業年度において、142,984

百万円の当期純損失を計上した結果、

116,335百万円の債務超過になっておりま

す。 
この主な要因は、当社を取り巻く環境

が、市場規模の縮小と競争激化、地価下

落の継続等による資産の減損リスクの拡

大等、一段と厳しさを増す中で、企業と

しての運営を継続していくためには、当

社として最大限の努力を行い収益基盤の

強化を推進すべく、「新中期経営計画」

を策定し、この計画に沿って145,515百万

円の事業再構築費用を計上したためであ

ります。 
当該状況により、平成17年３月31日現

在において、当社は継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 
当社は、こうした状況に鑑み、今後も

最大限の自助努力により収益基盤の強化

を推進する所存でございますが、当該状

況を解消するために、関係金融機関に対

し「私的整理に関するガイドライン」に

従った金融支援を要請いたしました。 
平成17年４月12日に、「私的整理に関

するガイドライン」に基づいて開催され

た第１回債権者会議において、全対象債

権者のご出席のもと、専門家アドバイザ

ーの選任をはじめとする全ての議案が承

認されております。 
当社の再建計画である「新中期経営計

画」においては、410億円程度の第三者割

当増資による自己資本の増強と、910億円

程度の債務免除が計画されておりました

が、平成17年６月８日ＧＳキャピタル・パ

ートナーズ（ゴールドマン・サックスが組

成し運用する企業投資ファンド）、森トラ

スト株式会社等により設立される予定であ

る投資媒体に、当社が実施する総額41,000

百万円の増資引受をしていただくことにつ

き合意しました。 
また、平成17年６月10日開催の第２回

債権者会議において、「新中期経営計

画」に対し、全対象債権者の同意書を提

出いただきましたことにより、総額

98,855百万円の債務免除が決定しており

ます。これらの実施により、債務超過は

解消の見込であります。 
財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、上記のような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び

評価方法 

有価証券 

①子会社株式および関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

有価証券 

①子会社株式および関連会社株式 

  同左 

有価証券 

①子会社株式および関連会社株式 

  同左 

  ②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法 

  (評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定してい

る) 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  同左 

  

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく

時価法 

  (評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定してい

る) 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

  同左 

 時価のないもの 

  同左 

  デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

  同左 

デリバティブ 

  同左 

  たな卸資産 

①販売用不動産 

 個別法による原価法 

②未成工事支出金 

 個別法による原価法 

③開発事業等支出金 

 個別法による原価法 

④材料貯蔵品 

 移動平均法による原価法 

たな卸資産 

①販売用不動産 

  同左 

②未成工事支出金 

  同左 

③開発事業等支出金 

  同左 

④材料貯蔵品 

  同左 

たな卸資産 

①販売用不動産 

  同左 

②未成工事支出金 

  同左 

③開発事業等支出金 

  同左 

④材料貯蔵品 

  同左 

２ 固定資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については定額法)によ

っている。 

 なお、耐用年数および残存価額

については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっている。 

  

有形固定資産 

 定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については定額法)によ

っている。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりである。 

 建物       ５～50年 

 構築物      ６～30年 

 機械装置     ４～７年 

 車両運搬具    ２～７年 

 工具器具・備品  ２～20年 

  

有形固定資産 

  同左 

  無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、耐用年数については、法

人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。 

また、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づいている。 

  

無形固定資産 

 定額法によっている。 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づいている。 

無形固定資産 

  同左 

  長期前払費用 

 均等償却によっている。 

 なお、償却年数については法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっている。 

  

長期前払費用 

 均等償却によっている。 

長期前払費用 

  同左 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒によ

る損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上している。 

  

貸倒引当金 

  同左 

貸倒引当金 

  同左 

  賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に充てるた

め、将来支給見込額に基づいて計

上している。 

  

―――――― ―――――― 

  完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当中間会計期間末

に至る１年間の完成工事高に対す

る将来の見積補償額に基づいて計

上している。 

  

完成工事補償引当金 

  同左 

  

完成工事補償引当金 

 完成工事に係るかし担保の費用

に備えるため、当期の完成工事高

に対する将来の見積補償額に基づ

いて計上している。 

  ―――――― 事業再構築引当金 

 「新中期経営計画」実施により

発生が見込まれる損失に備えるた

め、当中間会計期間末において合

理的に見積もられる金額を計上し

ている。 

  

事業再構築引当金 

 「新中期経営計画」実施により

発生が見込まれる損失に備えるた

め、当事業年度末において合理的

に見積もられる金額を計上してい

る。 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務および年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額を

計上している。 

 会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

している。 

 数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしている。 

 なお、当社は会社分割により会

計基準変更時差異および数理計算

上の差異を承継しており、上記費

用処理年数は承継前も含めた年数

となっている。 

退職給付引当金 

  同左 

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

および年金資産の見込額に基づき

計上している。 

 会計基準変更時差異について

は、15年による按分額を費用処理

している。 

 数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から費用処理す

ることとしている。 

 なお、当社は会社分割により会

計基準変更時差異および数理計算

上の差異を承継しており、上記費

用処理年数は承継前も含めた年数

となっている。 

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。 

  同左   同左 



  
  前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

 外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクをヘッジするために、為替

予約を行っている。 

 当中間会計期間においてヘッジ

会計の要件を満たしている、為替

予約の付された外貨建金銭債権債

務については、振当処理を行って

いる。 

①ヘッジ会計の方法 

  同左 

①ヘッジ会計の方法 

 外貨建金銭債権債務の為替変動

リスクをヘッジするために、為替

予約を行っている。 

 当事業年度においてヘッジ会計

の要件を満たしている、為替予約

の付された外貨建金銭債権債務に

ついては、振当処理を行ってい

る。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  為替予約 

 ヘッジ対象 

  外貨建金銭債権債務 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

  同左 

  ③ヘッジ方針 

 デリバティブ取引の権限規程に

基づき、一定の範囲内で為替リス

クをヘッジしている。 

③ヘッジ方針 

  同左 

③ヘッジ方針 

  同左 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約の締結時に、リスク管

理方針に従って、米通貨建による

同一金額で同一期日の為替予約を

それぞれ振当てているため、その

後の為替相場の変動による相関関

係は完全に確保されているので中

間決算日における有効性の評価を

省略している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

  同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約の締結時に、リスク管

理方針に従って、米通貨建による

同一金額で同一期日の為替予約を

それぞれ振当てているため、その

後の為替相場の変動による相関関

係は完全に確保されているので決

算日における有効性の評価を省略

している。 

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のための基

本となる重要な事項 

 完成工事高の計上は、原則とし

て工事進行基準によっている。た

だし、工期12ヶ月未満または請負

金額１億円未満の工事については

工事完成基準によっている。 
 なお、工事進行基準によった完

成工事高は、82,231百万円であ

る。 

完成工事高の計上は、工期12ヶ

月以上かつ請負金額１億円以上の

工事については、工事進行基準に

より、それ以外の工事については

工事完成基準によっている。 
 なお、工事進行基準によった完

成工事高は、78,445百万円であ

る。 

完成工事高の計上は、工期12ヶ

月以上かつ請負金額１億円以上の

工事については、工事進行基準に

より、それ以外の工事については

工事完成基準によっている。 
 なお、工事進行基準によった完

成工事高は、164,889百万円であ

る。 

  繰延資産の処理方法 
 新株発行費等は、商法施行規則

に規定する最長期間（3年間）に

わたり均等償却している。 

繰延資産の処理方法 
 新株発行費等は、支出時に全額

費用として処理している。 
(会計処理の変更) 

新株発行費等は、従来商法施行規

則に規定する最長期間（３年間）

にわたり均等償却していたが、当

中間会計期間に「新中期経営計

画」に基づく財務体質上の課題の

根本的解決策として債務免除、優

先株式の無償強制消却等が実施さ

れたことを機に、財務内容の更な

る健全化を図ることとし、当中間

会計期間より支出時に全額費用と

して処理する方法に変更した。こ

れにより当中間会計期間に支出し

た新株発行費等161百万円を資本

構造改善費用に含めて特別損失に

計上している。 
また、前事業年度より繰越された

新株発行費等については、当該発

生原因となった優先株式が平成17

年８月において無償強制消却され

たことから、８月末の新株発行費

等残高についても、同様の趣旨か

ら資本構造改善費用に含めて特別

損失に計上している。 
この変更により、従来の方法によ

った場合と比較して、経常利益は

繰延資産の処理方法 
 新株発行費等は、商法施行規則

に規定する最長期間（3年間）に

わたり均等償却している。 



  

  

30百万円増加し、税引前中間純利

益は156百万円減少している。 

  消費税等の会計処理 

 消費税および地方消費税に相当

する額の会計処理は、税抜方式に

よっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間より「固定資産の

減損に係る会計基準」（「固定資産

の減損に係る会計基準の設定に関す

る意見書」（企業会計審議会 平成

14年８月９日））および「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用している。 

これによる損益に与える影響は無

い。 

  

―――――― 

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

―――――――――――― （中間貸借対照表） 

前中間会計期間において、流動資産の「その他」に含

めて表示していた「未収入金」（前中間会計期間2,123

百万円）は、資産の総額の100分の５を超えたため、当

中間会計期間より区分掲記している。 



追加情報 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月1日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上している。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が100百万円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が、

100百万円減少している。 

  

  

当社は、「財務体質上の課題の根

本的解決」と「収益基盤の強化」を

柱とした「新中期経営計画」（平成

17年３月31日策定）に沿って、平成

17年３月期において145,515百万円

の事業再構築費用を計上したため、

142,984百万円の当期純損失とな

り、平成17年３月期末において

116,335百万円の債務超過となって

おりました。 

当社は、「財務体質上の課題の根

本的解決」のために、「新中期経営

計画」において計画されていた410

億円程度の第三者割当増資による資

本増強と、関係金融機関からの910

億円程度の債務免除、ならびに建設

関連不動産販売事業部門の会社分割

の実現に向けて全社を挙げて取り組

んでまいりました。 

410億円程度の第三者割当増資に

つきましては、平成17年９月29日

に、総額41,000百万円の第三者割当

増資を実施し、ゴールドマン・サッ

クスの関連会社である有限会社フジ

タ・ホールディングスにすべて引受

けていただきました。 

関係金融機関からの910億円程度

の債務免除につきましては、平成17

年６月10日開催の「私的整理に関す

るガイドライン」に基づく第２回債

権者会議において、「新中期経営計

画」に対し、全対象債権者の同意書

を提出いただき、総額98,855百万円

の債務免除が決定し、平成17年９月

29日に債務免除が実行されました。 

建設関連不動産販売事業部門の会

社分割につきましては、平成17年８

月２日に建設関連不動産販売事業部

門を会社分割し、新設した株式会社

ＧＣリアルエステートへ販売用不動

産等の資産39,632百万円と短期借入

金等の負債39,622百万円を承継させ

ました。更に資産の減損リスクを断

ち切るために、平成17年９月22日に

同社株式のすべてをグループ外の第

三者へ譲渡いたしました。 

これら「新中期経営計画」に基づ

く一連の施策の実行により、当中間

会計期間末の株主資本は23,482百万

円となり債務超過を解消するととも

に、不動産の所有に起因する地価下

落等による資産の減損リスクを断ち

切り、借入金残高がゼロとなり、財

務体質上の課題を根本的に解決する

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月1日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の 

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上している。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が77百万円増加し、営業利益、経常

利益が77百万円減少、また、税引前

当期純損失が77百万円増加してい

る。 

  

  



  

ことができました。 

現在は、「新中期経営計画」の柱

である「収益基盤の強化」に集中的

に取り組んでおり、「選択と集中の

実践」を基本方針として、首都圏地

域への経営資源の集中、当社の主力

である民間建築分野の中でも特に、

商業、物流、医療・福祉、および工

場の４分野を重点分野として、強化

を図っております。業績の先行指標

といわれる受注につきましては、当

中間期実績114,046百万円と計画数

値を約８％上回るなど計画にそって

順調に推移しております。通期受注

目標（256,000百万円）に対して達

成率は約45％であります。内訳は、

建築 87,332 百万円（同計画数値

84,000百万円）、土木26,714百万円

（同計画数値22,000百万円）です。

特に建築の重点４分野につきまして

は、年間計画（78,000百万円）に対

して、上半期で約50,000百万円（通

期受注目標の64％）を達成しまし

た。当中間会計期間の売上高につき

ましては、127,155百万円と計画比

2,955百万円の増加、営業利益もほ

ぼ計画どおりであり、金融収支の改

善により、経常利益は494百万円と

計画比494百万円の増加となってお

ります。 

当該状況により、平成17年９月30

日現在において、当社では、継続企

業の前提に関する重要な疑義を抱か

せる事象または状況は解消しており

ます。したがいまして、前事業年度

の財務諸表に注記した「継続企業の

前提に関する重要な疑義を抱かせる

事象または状況」に関する注記につ

いては、当中間会計期間における中

間財務諸表には注記しておりませ

ん。 

  



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

19,058百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

13,781百万円 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

13,647百万円 

※２ 投資有価証券のうち、有価証

券消費貸借契約に基づく貸付

額      1,698百万円 

※２ 投資有価証券のうち、有価証

券消費貸借契約に基づく貸付

額      1,836百万円 

※２ 投資有価証券のうち、有価証

券消費貸借契約に基づく貸付

額      1,735百万円 

    ※３ 以下の資産は、長期借入金

1,288百万円および短期借入

金429百万円(うち長期借入金

からの振替分429百万円)等の

担保に供している。 

百万円

現金預金 2,022

投資有価証券 28

計 2,050

 ４ 偶発債務(保証債務・保証予

約) 

  (1) 下記の連結対象会社の金融

機関からの借入金に対し保証

(予約を含む)を行っている。 

  (2) 下記の得意先等の金融機関

(金融公庫等)からの借入金に

対し保証(予約を含む)を行っ

ている。 

  (3) 下記の得意先等が行うマン

ション購入者への手付金保証

契約に対する保証を行ってい

る。 

  

  

  

  

  

  百万円

フジタ建物㈱ 2,326

㈱エフ・ティー・シ
ー大分 

1,859

計 4,185

  百万円

大分シティ開発㈱およ
び㈱エフ・ジェイ・リ
アルエステート 

4,199

門司港開発㈱ 4,271

木更津市中尾・伊豆
島土地区画整理組合 

3,269

計 11,739

    百万円

  藤和不動産㈱他１件 2,011

  計 2,011

合 計 17,936

 ４ 偶発債務(保証債務・保証予

約等) 

  (1) 連結対象会社の金融機関か

らの借入金に対する保証 

  (2) 持分法適用の関連会社の借

入金に対する保証 

  (3) 得意先等の金融機関からの

借入金に対する保証等 

  (4) 得意先が行うマンション購

入者への手付金保証契約に対

する保証 

  (5) その他の保証 

  百万円

㈱エフ・ティー・シ
ー大分 

1,761

藤田商事㈱ 373

㈱テクノマテリアル 25

計 2,160

  百万円

㈱アルパーク 730

計 730

  百万円

門司港開発㈱ 3,967

木更津市中尾・伊豆
島土地区画整理組合

2,849

大分シティ開発㈱ 1,744

計 8,560

  百万円

藤和不動産㈱他３件 1,144

計 1,144

    百万円

  従業員 27

  計 27

合 計 12,624

 ４ 偶発債務(保証債務・保証予

約等) 

  (1) 連結対象会社の金融機関か

らの借入金に対する保証 

  (2) 持分法適用の関連会社の借

入金に対する保証 

  (3) 得意先等の金融機関からの

借入金に対する保証等 

  (4) 得意先が行うマンション購

入者への手付金保証契約に対

する保証 

  (5) その他の保証 

百万円

フジタ建物㈱ 2,183

㈱エフ・ティー・シ
ー大分 

1,810

藤田商事㈱ 554

㈱テクノマテリアル 14

計 4,562

百万円

㈱アルパーク 562

計 562

百万円

門司港開発㈱ 4,119

木更津市中尾・伊豆 
島土地区画整理組合 

2,953

大分シティ開発㈱ 2,084

計 9,157

百万円

藤和不動産㈱他１件 1,576

計 1,576

  百万円

  従業員 35

  計 35

合 計 15,894

５ 百万円

受取手形割引高 9,793

受取手形裏書譲渡高 683

売上債権譲渡高 5,224

５ 百万円

受取手形割引高 2,294

受取手形裏書譲渡高 118

５ 百万円

受取手形割引高 8,275

受取手形裏書譲渡高 1,169

売上債権譲渡高 2,593

※６ 仮払消費税等および仮受消費 ※６   同左 ―――――― 



  

税等は相殺のうえ、流動負債のその

他に含めて表示している。 



(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

  百万円

受取利息 32

※１ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

  百万円

受取利息 97

※１ 営業外収益のうち主要なもの

は次のとおりである。 

百万円

受取利息 78

※２ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりである。 

  百万円

支払利息 1,622

※２ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりである。 

  百万円

支払利息 1,397

※２ 営業外費用のうち主要なもの

は次のとおりである。 

百万円

支払利息 3,297

※３ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりである。 

  百万円

投資有価証券売却益 2,396

※３ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりである。 

  百万円

債務免除益 98,855

※３ 特別利益のうち主要なものは

次のとおりである。 

百万円

投資有価証券売却益 1,797

関係会社株式売却益 600

※４ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。 

  百万円

固定資産売却損 397

投資有価証券評価損 264

貸付金等貸倒損失 569

開発事業等整理損 1,389

※４ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。 

  百万円

資本構造改善費用 1,203

  

  

  

※４ 特別損失のうち主要なものは

次のとおりである。 

  

当社は「新中期経営計画」に

沿って、販売用不動産等の資

産の評価を実施した結果、

145,515百万円の事業再構築費

用を計上した。主要な費目お

よび金額は次のとおりであ

る。 

百万円

固定資産除却損 634

固定資産売却損 453

事業再構築費用 145,515

百万円

たな卸資産評価損 67,140

貸倒引当金繰入額 23,025

固定資産評価減 17,111

事業再構築引当金繰
入額 

19,023

 ５ 過去１年間の完成工事高 

   当社の売上高は、通常の営業

形態として、上半期に比べ下半

期に完成する工事の割合が大き

いため、事業年度の上半期の売

上高と下半期の売上高との間に

著しい相違があり、上半期と下

半期の業績に季節的変動があ

る。 

   当中間会計期間末に至る一年

間の完成工事高は次のとおりで

ある。 

    

  百万円

前事業年度下半期 149,569

当中間会計期間 118,464

合計 268,034

 ５ 過去１年間の完成工事高 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

   当中間会計期間末に至る一年

間の完成工事高は次のとおりで

ある。 

    

  百万円

前事業年度下半期 165,912

当中間会計期間 122,388

合計 288,300

―――――― 

 ６ 減価償却実施額 

  百万円

有形固定資産 365

無形固定資産 67

合計 432

 ６ 減価償却実施額 

  百万円

有形固定資産 233

無形固定資産 61

合計 294

 ６ 減価償却実施額 

百万円

有形固定資産 576

無形固定資産 128

合計 704



  



(リース取引関係) 

  

  

次へ 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび中間期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額お

よび期末残高相当額 

  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

中間 
期末残高
相当額 
(百万円)

有形 
固定資産 
その他 

1,996 1,419 577

無形 
固定資産 186 163 23

合計 2,183 1,582 601

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間
期末残高
相当額 
(百万円)

有形 
固定資産 
その他 

1,072 735 337

無形 
固定資産 21 18 2

合計 1,093 754 339

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

有形
固定資産
その他 

1,848 1,431 416

無形
固定資産

183 175 7

合計 2,031 1,607 424

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

   なお、取得価額相当額および

未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定

している。 

１年内 317百万円

１年超 283 

計 601 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

同左 

１年内 204百万円

１年超 135

計 339

 ② 未経過リース料期末残高相当

額 

   なお、取得価額相当額および

未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子

込み法により算定している。 

１年内 218百万円

１年超 205 

計 424 

 ③ 支払リース料および減価償却

費相当額 

支払リース料 197百万円

減価償却費相当額 197百万円

 ③ 支払リース料および減価償却

費相当額 

支払リース料 119百万円

減価償却費相当額 119百万円

 ③ 支払リース料および減価償却

費相当額 

支払リース料 402百万円

減価償却費相当額 402百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

―――――― （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はないので、項目等の記載は省略

している。 

 なお、当中間会計期間は減損損失

はない。 

  

―――――― 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても、子会社株式および関連会社株式で時

価のあるものはない。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １ １株当たり中間純利益又は当期純損失金額、および潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下

のとおりである。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 △13.86円 １株当たり純資産額 △333.72円 １株当たり純資産額 △731.82円

１株当たり中間純利益 
金額 

3.24円
１株当たり中間純利益
金額 

4,872.72円
１株当たり当期純損失 
金額 

715.04円

潜在株式調整後１株 
当たり中間純利益金額 

0.75円

  

当社は、平成17年８月23日に普通
株式10株を１株とする株式併合を行
った。当該株式併合が前期首に行わ
れたと仮定した場合の１株当たり情
報については、それぞれ以下のとお
りとなる。 

  

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額 

1,290.13円

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産
額 

１株当たり純資
産額 

△138.60円 △7,318.23円
１株当たり中間純
利益金額 

１株当たり当期
純損失金額 

32.40円 7,150.35円
潜在株式調整後１
株当たり中間純利
益金額 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益について
は、１株当たり
当期純損失であ
るため記載して
いない。 

7.48円  

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益については、１株当たり当期純
損失であるため記載していない。 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

１株当たり中間純利益又は
当期純損失金額 

  

中間純利益(百万円) 647 98,729 ― 

当期純損失(百万円) ― ― 142,984 

普通株主に帰属しない金額
        (百万円) 

― ― ― 

普通株式に係る 
中間純利益(百万円) 

647 98,729 ― 

普通株式に係る 
当期純損失(百万円) 

― ― 142,984 

普通株式の期中平均株式数
         (千株) 

199,973 20,261 199,968 

    

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益金額 

  

中間(当期)純利益調整額 
(百万円) 

― ― ― 

普通株式増加数(千株) 666,666 56,265 ― 



  

２ 前事業年度は、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について記載していないため、算定上の基礎として、普通株式増加

株式数およびその内訳は記載していない。 

次へ 

（うち優先株式の普通株式
  への転換予約権）(千株) 

666,666 56,265 ― 

    

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含
めなかった潜在株式の概要 

― ―
優先株式の普通株式へ
の転換予約権 

666,666千株 



(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――――― ―――――― Ⅰ「私的整理に関するガイドライ
ン」について 
継続企業の前提に関する重要な
疑義を抱かせる事象または状況に
記載のとおり、当社は「新中期経
営計画」に沿って、平成17年３月
31 日に、関係金融機関に対し「私
的整理に関するガイドライン」に
従った金融支援を要請した。「私
的整理に関するガイドライン」に
基づく第２回債権者会議が平成 17
年６月10日に開催され、全対象債
権者の同意書の提出により再建計
画が成立し、98,855 百万円の債務
免除が決定している。かかる債務
免除は平成 17 年９月 30 日までに
実行される予定である。 
  
Ⅱ 建設関連不動産販売事業部門の
会社分割について 
平成17年６月８日開催の取締役
会において、当社は、平成17年８
月１日に建設関連不動産販売事業
部門を会社分割し、新設法人に承
継させることを決議し、平成17年
６月29日開催の定時株主総会にお
いて承認可決された。 
  
１ 新設分割を必要とする理由 
当社は、平成 14 年 10 月１日の
株式会社ＡＣリアルエステート
（旧社名：株式会社フジタ）の会
社分割で、建設事業に関する一切
の営業を承継し、設立された。こ
の会社分割において、造成中の工
業団地等の建設に密接に関連した
事業については、当社が承継して
事業を推進してきた。しかしなが
ら、これらの事業は販売に想定以
上の時間を要したことにより、地
価下落の継続による資産の減損リ
スクの拡大等にさらされることに
なった。 
このような状況に鑑み、建設事
業と建設関連不動産販売事業を分
割することにより、建設事業へ経
営資源を集中し、建設関連不動産
販売事業においては、保有資産の
早期有利販売ができる経営環境を
整備するものである。 
以上の理由から、建設関連不動
産販売事業を物的新設分割の方法
により、分割によって設立する会
社に承継させるものである。 
なお、分割によって設立する会
社が発行する株式は、当社に全株
式が割り当てられることとなる
が、当社は、当該株式の全部を速
やかに第三者に譲渡する予定であ
る。 
  
２ 分割計画書の内容 
 当社は、当社の建設関連不動産
販売事業に関する営業を、新たに
設立する会社（商号を「株式会社
ジー・シー・リアルエステート」
とする予定、以下「ＧＣリアルエ
ステート」という。）に承継させ
るための新設分割をなすにあた



り、次のとおり分割計画書を作成
する。 
  
(1)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）の定款の規定 
ＧＣリアルエステートの定款の
規定は、「ＧＣリアルエステート
定款」のとおりとする。 
(2)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）が分割に際して発行す
る株式の種類及び数並びに株式の
割当に関する事項 
ＧＣリアルエステートは、設立
に際して普通株式 20 万株を発行
し、その全てを当社に割当交付す
る。 
(3)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）の資本の額及び準備金
に関する事項 
ＧＣリアルエステートの設立の
際における資本金及び資本準備金
の額は次のとおりとする。 
 ①資本金   金1,000万円 
 ②資本準備金 商法第 288 条ノ
２第１項第３号ノ２の超過額 

(4)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）が分割する会社（当
社）から承継する権利義務に関す
る事項 
ＧＣリアルエステートは、分割
に際し、「承継権利義務明細表」
に記載のとおりの資産、負債及び
権利義務を当社から承継する。 
承継する権利義務のうち、商法

第 374 条ノ 10 第２項の規定により
当社及びＧＣリアルエステートの
連帯債務となった債務があるとき
は、最終的にＧＣリアルエステー
トが負担する。 
当社が、上記の連帯債務につい
て弁済するなどして履行した場合
には、当社はＧＣリアルエステー
トに対して、履行した債務全額に
ついて求償できることとし、ＧＣ
リアルエステートは直ちにこれを
支払うものとする。 
 また、ＧＣリアルエステート
は、建設関連不動産販売事業に関
する一切の営業に従事する従業員
との間の雇用契約を承継せず、当
社の同従業員をＧＣリアルエステ
ートに出向させることとする。 
(5)登記・登録等費用 
前項の規定により承継される財
産等に関する登記、登録、通知等
の手続に要する登録免許税他の費
用は当社が負担する。 
(6)分割をなすべき時期 
 分割をなすべき時期は、平成 17
年８月１日とする。 
 ただし、手続の進行上、必要あ
るときは当社の取締役会の承認を
得てこれを変更することができ
る。 
(7)設立する会社（ＧＣリアルエ
ステート）の取締役及び監査役の
氏名 
 ①取締役 
  松井幸夫、鈴木 亨、寺山和
行、三木定久 
 ②監査役 
  上野慎悟、橋本卓三、藤井達
生 
(8)設立する会社（ＧＣリアルエ



ステート）の会計監査人 
 新日本監査法人 
(9)競業避止義務 
当社は、ＧＣリアルエステート
が承継する営業について、競業避
止義務を負わないものとする。 
(10)その他 
 本計画書に定めるもののほか、
会社分割に関し必要な事項は、本
計画書の趣旨に従って当社が決定
するものとする。 
  
「承継権利義務明細表」 
資産、負債及び権利義務 
分割により設立する会社（商号
を「株式会社ジー・シー・リアル
エステート」とする予定、以下
「ＧＣリアルエステート」とい
う。）が、当社から、次のものを
含め建設関連不動産販売事業に関
する一切の営業に属する資産、負
債その他これに付随する一切の権
利義務を承継する。 
承継権利義務のうち、債務につ
いては、ＧＣリアルエステートが
当社から免責的に承継し、分割
後、当社は債務を負わないものと
する。 
なお、対象資産および対象負債

の評価は、平成17年３月31日現在
の貸借対照表その他同日現在の計
算を基礎とし、これに分割を為す
べき日までの増減を加除した一切
の資産、負債および権利義務を、
分割を為すべき日において、ＧＣ
リアルエステートに承継する。 

（単位：百万円）  

但し、株式会社三井住友銀行と
の金銭消費貸借契約に基づく借入
債務および約束手形に基づく借入
債務の内金。 
なお、上記債務以外の借入債務
は、承継されないものとする。 
(3)承継する契約上の地位 
建設関連不動産販売事業に関す
る一切の営業およびその管理に係
る契約（次の契約およびこれらに
附帯する一切の契約を含む）。 

(1)資産   

①流動資産   

現金・預金 618 

販売用不動産 30,174 

②固定資産   

有形固定資産   

土地 1,399 

投資等   

関係会社株式・貸付

金 

7,391 

資産合計 39,584 

    

(2)負債   

短期借入金 39,574 



業務委託（受託）契約、仲介契
約、売買契約、リース契約、賃貸
借契約、金銭消費貸借契約（貸付
分）、出向に関する契約、労働者
派遣契約、近隣協定契約、近隣補
償契約、不動産賃貸借契約、不動
産使用貸借契約、共同企業体協
定、工事施工協力協定、工事完成
保証契約、保険契約、年金契約、
預金取引等金銭消費寄託契約、手
形・小切手に関する契約、振込・
振替に関する契約、秘密保持契
約、特許・ソフトウェア等実施権
許諾契約、共同研究・共同開発契
約、特許等共同出願契約、事業協
定契約、業務提携契約、委任契
約、顧問契約 
  
  
  
(4)その他 
建設関連不動産販売事業に関す
る一切の営業に属する一切の知的
財産権およびノウハウならびにこ
れらの使用権および実施権。 
  
「株式会社ＧＣリアルエステート
定款」 
第１章 総則 
（商号） 
第１条 当会社は、株式会社ジ
ー・シー・リアルエステートと称
し、英文 では GC  Real  Estate 
Development  Co.,Ltd.と 表示 す
る。 
（目的） 
第２条 当会社は、次の事業を営
むことを目的とする。 
(1)不動産、不動産債権の所有、
売買、交換、貸借、管理およ
びこれらの代理もしくは仲介
に関する業務 

(2) 不動産の評価、鑑定およびコ
ンサルティング業務 

(3)  建設工事の請負、企画、設
計、監理およびコンサルティ
ング業務 

(4) 地域開発、都市開発、海洋開
発、資源開発および環境整備
等に関する調査、企画、設
計、監理およびコンサルティ
ング業務 

(5) 住宅用地、工業用地、別荘用
地等の開発、造成、分譲およ
びコンサルティング業務 

(6) 住宅、工場、倉庫、店舗等の
設計、建設、分譲およびコン
サルティング業務 

(7) 事務所用ビル、商業用ビル等
の企画、設計、建設およびコ
ンサルティング業務 

(8) 土壌汚染の状況調査、除去お
よびコンサルティング業務 

(9) 建物、構造物、設備の保守、
管理およびコンサルティング
業務 

(10) 宿泊施設、スポーツ施設、
レクリエーション施設、健
康・医療施設、教育施設、飲
食店等の保有、貸借、経営お
よびコンサルティング業務な
らびに旅行代理店業 

(11) 工業所有権、著作権等の無
体財産権、ノウハウその他ソ



フトウエアの企画開発、取得、賃
貸および販売ならびに情報処
理サービス業 

(12) 土石および鉱物の採取、販
売およびコンサルティング業
務 

(13) 労働者派遣事業 
(14) 前各号に附帯する一切の業
務 

（本店の所在地） 
第３条 当会社の本店は、東京都
渋谷区に置く。 
（公告の方法） 
第４条 当会社の公告は、電子公
告により行う。 
ただし、電子公告によることがで
きない事故その他のやむを得ない
事由が生じたときは官報に掲載す
る。 
  
第２章 株式 
（会社の発行する株式の総数） 
第５条 当会社の発行する株式の
総数は、80万株とする。 
（株券の不発行） 
第６条 当会社は、株券を発行し
ない。 
（基準日） 
第７条 当会社は、毎年７月31日
の最終の株主名簿等に記載または
記録された株主をもって、その決
算期に関する定時株主総会におい
て権利を行使すべき株主とする。 
２ 前項の外必要のある場合には
取締役会の決議によって予め公告
して基準日を定めることができ
る。 
  
第３章 株主総会 
（総会の招集） 
第８条 定時株主総会は毎決算期
の翌日から３ヵ月以内に招集し、
臨時株主総会は必要あるごとに招
集する。 
（総会の招集者） 
第９条 株主総会は、法令に別段
の定めがある場合を除いて取締役
会の決議に基づき、取締役社長が
これを招集する。取締役社長に事
故あるときは、取締役会において
予め定めた順位に従い他の取締役
がこれを招集する。 
（総会の議長） 
第１０条 株主総会の議長は取締
役社長がこれに当る。取締役社長
に事故あるときは、取締役会にお
いて予め定めた順位に従い他の取
締役がこれに代る。 
（決議の方法） 
第１１条 株主総会の決議は法令
または本定款に別段の定めある場
合を除き、出席した株主の議決権
の過半数によってこれを決する。 
２ 商法第343条に規定する株主総
会の決議は総株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席し、
その議決権の３分の２以上をもっ
てこれを決する。 
（議決権の代理行使） 
第１２条 株主またはその法定代
理人が代理人をして議決権を行使
せしめようとするときは、当会社
の議決権を有する株主に限り委任
することができる。この場合には



代理権を証する書面を会社に提出
しなければならない。 
  
第４章 取締役および取締役会 
（取締役の員数） 
第１３条 当会社の取締役は７名
以内とする。 
（取締役の選任） 
第１４条 取締役は株主総会にお
いて選任する。 
２ 取締役の選任の決議は総株主
の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半
数をもってこれを行なう。 
３ 取締役の選任については累積
投票によらないものとする。 
（取締役の任期） 
第１５条 取締役の任期は就任後
２年内の最終の決算期に関する定
時株主総会の終結の時までとす
る。 
（代表取締役） 
第１６条 取締役会の決議により
代表取締役を定める。代表取締役
は会社を代表し、取締役会の決議
に基づき会社の業務を統理する。 
（役付取締役） 
第１７条 取締役会の決議をもっ
て取締役社長１名、取締役副社
長、専務取締役、常務取締役その
他の役付取締役各若干名を選任す
ることができる。 
（取締役会の招集） 
第１８条 取締役会の招集は、各
取締役および各監査役に対して会
日の３日前までに通知するものと
する。ただし、緊急を要する場合
はこれを短縮することができる。 
（取締役会の決議） 
第１９条 取締役会の決議は取締
役の過半数が出席し、その過半数
によって決定する。 
（取締役の責任） 
第２０条 当会社は、商法第266
条第12項の規定により、取締役会
の決議をもって、同条第１項第５
号の行為に関する取締役（取締役
であった者を含む。）の責任を法
令の限度において免除することが
できる。 
  
第５章 監査役および監査役会 
（監査役の員数） 
第２１条 当会社の監査役は３名
以内とする。 
（監査役の選任） 
第２２条 監査役は株主総会にお
いて選任する。 
２ 監査役の選任の決議は総株主
の議決権の３分の１以上を有する
株主が出席し、その議決権の過半
数をもってこれを行なう。 
（監査役の任期） 
第２３条 監査役の任期は就任後
４年内の最終の決算期に関する定
時株主総会の終結の時までとす
る。 
２ 任期の満了前に退任した監査
役の補欠として選任された監査役
の任期は退任した監査役の任期の
満了すべき時までとする。 
（監査役会の招集） 
第２４条 監査役会の招集は、各
監査役に対して会日の３日前まで



に通知するものとする。 
（監査役会の決議） 
第２５条 監査役会の決議は法令
に別段の定めある場合を除き、そ
の過半数によって決定する。 
（監査役の責任） 
第２６条 当会社は、商法第280
条第１項の規定により、取締役会
の決議をもって、監査役（監査役
であった者を含む。）の責任を法
令の限度において免除することが
できる。 
  
第６章 計算 
（決算期） 
第２７条 当会社の決算期は毎年
７月31日とする。 
（利益配当金の支払） 
第２８条 当会社の利益配当金
は、毎決算期最終の株主名簿等に
記載または記録された株主または
登録質権者に支払う。 
２ 前項の利益配当金は、支払開
始の日から満３年を経過したとき
は、その支払の義務を免れるもの
とする。 
  
第７章 附則 
（設立） 
第２９条 当会社の設立は、商法
第373条の会社分割による。 
２ 当会社の設立に際して発行す
る株式の総数は、普通株式20万株
とする。 
  
（最初の営業年度） 
第３０条 当会社の最初の営業年
度は、当会社設立の日から平成18
年７月31日までとする。 
（最初の取締役および監査役の任
期） 
第３１条 当会社の最初の取締役
および監査役の任期は、就任後１
年内の最終の決算期に関する定時
株主総会の終結の時までとする。 
（本章の取扱） 
第３２条 本章に定める規定は、
平成18年７月期に関する定時株主
総会終結のときをもって削除す
る。 
  

Ⅲ 第三者割当による新株式発行に
ついて 
平成17年６月８日開催の当社取
締役会において、第三者割当によ
る新株式発行（普通株式および優
先株式、以下「本件増資」とい
う。）に関し、下記のとおり決議
し、同日ＧＳキャピタル・パート
ナーズ（ゴールドマン・サックス
が組成し運用する企業投資ファン
ド）、森トラスト株式会社等によ
り組成される予定である投資媒体
（以下、「本件投資媒体」）に、
当社が実施する総額41,000百万円
の増資引受をしていただくことに
つき合意した。なお、本件増資は
有利発行となるため、平成17年７
月19日に開催予定の臨時株主総会
に付議する予定である本件新株式
発行のための「定款の変更」、
「本件新株式の有利発行」の承認
決議ならびに、同じく付議する予
定の「減資」（90％の無償減資を



予定）、「減資に伴う既存優先
株式の無償強制消却」、「減資に
伴う既存普通株式の株式併合」
（10：１の併合を予定）の承認決
議を停止条件としている。 
  
１ 新株式発行要領 
「普通株式」 
(1)発行新株式数  24,444,445株 
(2)発行価額 １株につき金110円 
(3)発行価額の総額 
       金2,688,888,950円 
(4)資本組入額 １株につき金55円 
(5)資本組入額の総額 
       金1,344,444,475円 
(6)申込期日  平成17年９月29日 
(7)払込期日  平成17年９月29日 
(8)配当起算日      ４月１日 
(9)割当先及び株式数 
 第三者割当の方法により本件投
資媒体に全株割当てる。(注) 
(10)新株式の継続所有の取決めに
関する事項 
当該株式の発行日から２年以内
に割当新株の譲渡を行った場合に
は、その内容について当社に報告
し、かつ開示する旨の確約を依頼
する予定。 
(11)前記各号については、証券取
引法による届出の効力発生を条件
とする。 
(注)１ 割当予定先については、

現時点での予定である。 
２ 普通株式の新株式発行要
領は株式併合（10：１）
を前提としたものであ
る。 

  
「優先株式」 
(1)発行新株式数  44,444,445株 
(2)発行価額 １株につき金862円 
(3)発行価額の総額 
      金38,311,111,590円 
(4)資本組入額 

１株につき金431円 
(5)資本組入額の総額 
      金19,155,555,795円 
(6)申込期日  平成17年９月29日 
(7)払込期日  平成17年９月29日 
(8)配当起算日 平成17年９月29日 
(9)割当先及び株式数 
 第三者割当の方法により本件投
資媒体に全株割当てる。(注) 
(10)議決権 
本件種類株式を有する株主（以
下「本件種類株主」という。）
は、株主総会において議決権を有
しない。但し、本件種類株式に関
わる優先配当金（以下に定義す
る）を支払う旨の議案が、前営業
年度に係る定時株主総会に提出さ
れない場合は、当該定時株主総会
により、又はその議案が当該定時
株主総会において否決された場合
は、当該定時株主総会の終結の時
より引受人に対して優先配当金を
支払う旨の決議がなされる時まで
議決権を有するものとする。但
し、本件種類株式の発行済株式総
数の過半数を有する本件種類株主
が当該定時株主総会までに前文の
議決権の復活につき放棄する旨の
通知を発行会社にした場合はこの
限りでない。 



(11)優先配当金 
①優先配当金の計算 
優先株式１株当たりの優先配当
金（以下「優先配当金」とい
う。）の額は、優先株式の発行
価額（862円）に、それぞれの営
業年度ごとに下記の配当年率を
乗じて算出した額とする。優先
配当金は、円位未満小数第４位
まで算出し、その小数第４位を
四捨五入する。 
払込期日以降、次回配当年率修
正日の前日までの各営業年度に
ついて、下記算式により計算さ
れる配当年率（以下「配当年
率」という。）とする。 
配当年率＝日本円TIBOR（６ヶ月
物）＋450bp 
配当年率は、％位未満小数第４
位まで算出し、その小数第４位
を四捨五入する。 
・「配当年率修正日」は、平成
17年４月１日及び、以降毎年４
月１日とする。当日が、銀行休
業日の場合は、前営業日を配当
年率修正日とする。 
・「日本円TIBOR（６ヶ月物）」
は、平成17年４月１日又は各配
当年率修正日及びその直後の10
月１日（当日が銀行休業日の場
合は前営業日）の２時点におい
て、午前11時における日本円６
ヶ月物トーキョー・インター・
バンク・オファード・レート
（日本円TIBOR）として全国銀行
協会連合会によって公表される
数値の平均値を指すものとす
る。 
日本円TIBOR（６ヶ月物）が公表
されていなければ、同日（当日
が銀行休業日の場合は前営業
日）ロンドン時間午前11時にお
けるスクリーン・ページに表示
されるロンドン銀行間市場貸し
手レート（ユーロ円LIBOR６ヶ月
物（360日ベース））として英国
銀行協会（ＢＢＡ）によって公
表される数値又はこれに準ずる
ものと認められるものを日本円
TIBOR（６ヶ月物）に代えて用い
るものとする。 
②累積・参加条項 
本件種類株式に対しては、ま
ず、上記①に記載する額の優先
配当金が支払われた後、普通株
式に対する配当金と同順位で同
額の配当金が支払われる。後者
の計算にあたっては、本件種類
株式を転換することにより取得
する普通株式数に、既存の普通
株式１株あたりの配当額を乗じ
た額とする。 
優先配当金が１株につき上記①
に記載する額に達しないとき
も、その不足額は次の決算期に
おいて補填しないものとする。 
③優先中間配当金 
発行会社は、中間配当を行うと
きは、毎年９月30日最終の株主
名簿に記載又は記録された本件
種類株主に対し、普通株主に先
立ち、本件種類株式１株につき
優先配当金の２分の１を限度と
して、取締役会の決議で定める



金額の優先中間配当金を支払う
ものとする。 
(12)残余財産の分配 
発行会社が残余財産を分配する
ときは、本件普通株式に先立ち本
件種類株式1株につき862円（以下
「優先分配額」という。）を支払
う。優先分配額を超えて残余財産
を分配するときは、優先分配額の
支払いの後、本件種類株式が全て
転換されるとした場合に取得され
る普通株式数を基礎として、普通
株式と同順位で本件種類株式に対
して追加の残余財産の分配が行わ
れる。 
(13)転換予約権 
本件種類株主は、下記①で定め
る転換を請求し得べき期間中、下
記②で定める転換の条件で本件種
類株式の普通株式への転換を請求
することができる。 
①転換を請求し得べき期間 
平成17年９月29日（本件種類株
式引受日）から 
②転換の条件 
本件種類株式は、下記の転換の
条件で普通株式に転換すること
ができる。 
イ.普通株式１株当たりの当初
転換価額 
本件普通株式の発行価額と
同じ 

ロ.転換価額の調整 
a.発行会社は、本件種類株
式の発行後、下記b.に掲げ
る各事由により発行会社の
普通株式に変更を生じる場
合又は変更を生じる可能性
がある場合は、次に定める
算式（以下「転換価額調整
式」という。）により転換
価額を調整する。 
  

  
b.転換価額調整式により本
件種類株式の転換価額の調
整を行う場合およびその調
整後の転換価額の適用時期
については、次に定めると
ころによる。 
i.下記e.に定める時価を下
回る払込金額又は処分価額
をもって普通株式を新たに
発行し又は発行会社の有す
る普通株式を処分する場合
（但し、発行会社の普通株
式に転換される証券もしく
は転換できる証券又は発行
会社の普通株式の交付を請
求できる新株予約権（新株
予約権付社債に付されたも
のを含む。）の転換又は行
使による場合および単元未
満株式の買増請求による場

調整後
転換 
価額

＝
調整前
転換 
価額

×
既発行
普通
株式数

＋ 

新規発行 
・処分 
普通株式数 

× 
１株当たり 
払込金額 
・処分価額 

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋ 
新規発行・処分普通株式数 



合を除く。） 
調整後の転換価額は、払込
期日の翌日以降、又は募集
のための株主割当日がある
場合はその日の翌日以降こ
れを適用する。 
ii.株式の分割により普通株
式を発行する場合 
調整後の転換価額は、株式
分割のための株主割当日の
翌日以降これを適用する。
但し、配当可能利益から資
本に組入れられることを条
件としてその部分をもって
株式分割により普通株式を
発行する旨取締役会で決議
する場合で、当該配当可能
利益の資本組入れの決議を
する株主総会の終結の日以
前の日を株式の分割のため
の株主割当日とする場合に
は、調整後の転換価額は、
当該配当可能利益の資本組
入れの決議をした株主総会
の終結の日の翌日以降これ
を適用する。なお、上記但
し書の場合において、株式
分割のための株主割当日の
翌日から当該配当可能利益
の資本組入れの決議をした
株主総会の終結の日までに
転換の請求をなしたものに
対しては、次の算式により
算出された株式数の普通株
式を新たに発行する。 

  

  
この場合に１株未満の端数
を生じたときはこれを切り
捨て、現金による調整は行
わない。 
iii.下記e.に定める時価を
下回る価額をもって発行会
社の普通株式に転換される
証券もしくは転換できる証
券又は発行会社の普通株式
の交付を請求できる新株予
約権（新株予約権付社債に
付されたものを含む。）を
発行する場合 
調整後の転換価額は、その
発行日に又は募集のための
株主割当日がある場合は株
主割当日の終わりに、発行
される証券又は新株予約権
の全てが当初の転換価額で
転換され又は当初の行使価
額で行使されたものとみな
して転換価額調整式を準用
して算出するものとし、そ
の発行日の翌日以降又は募
集のための株主割当日があ
る場合は株主割当日の翌日
以降これを適用する。 
c.発行会社は、上記b.の転
換価額の調整を必要とする
場合以外にも、次に掲げる
場合には、取締役会が適当
と判断する転換価額の調整
を行う。 

株式数 ＝ 

（調整前転換価
額 
－調整後転換価
額） 

× 

調整前転換価額に
より 
当該期間内に発行
された 
普通株式数 

  調整後転換価格 
  



i.株式の併合、資本の減
少、商法第373条に定められ
た新設分割、商法第374条ノ
16に定められた吸収分割、
又は合併のために転換価額
の調整を必要とするとき。 
ii.その他発行会社の普通株
式数の変更又は変更の可能
性が生じる事由の発生によ
り転換価額の調整を必要と
するとき。 
iii.転換価額を調整すべき
事由が２つ以上相接して発
生し、一方の事由に基づく
調整後の転換価額の算出に
あたり使用すべき時価につ
き、他方の事由による影響
を考慮する必要があると
き。 
d.転換価額調整式の計算に
ついては、円位未満小数第
２位まで算出し、その小数
第２位を切り捨てる。 
e.転換価額調整式で使用す
る時価は、調整後の転換価
額を適用する日（但し、上
記b.ii.但し書の場合は株主
割当日）に先立つ45取引日
目に始まる30取引日（終値
のない日数を除く。）の東
京証券取引所における発行
会社の普通株式の普通取引
の毎日の終値（気配表示を
含む。）の平均値とする。
この場合、平均値の計算
は、円位未満小数第２位ま
で算出し、その小数第２位
を切り捨てる。 
f.転換価額調整式で使用す
る既発行普通株式数は、株
主割当日がある場合はその
日、また、株主割当日がな
い場合は、調整後の転換価
額を適用する日の１ヶ月前
の日における発行会社の発
行済普通株式数から、当該
日における発行会社の有す
る発行会社の普通株式数を
控除した数とする。 
g.転換価額調整式により算
出された転換価額と調整前
転換価額との差額が１円未
満にとどまるときは、転換
価額の調整は行わないこと
とする。但し、次に転換価
額の調整を必要とする事由
が発生し調整後の転換価額
を算出する場合は、転換価
額調整式中の調整前転換価
額に代えて、調整前転換価
額からこの差額を差引いた
額を使用するものとする。 

ハ.転換により発行すべき普通
株式数 
本件種類株式の転換により
発行すべき普通株式数は、
次のとおりとする。 
  

  
発行すべき普通株式数の算
出に当って1株未満の端数が

転換により発行
すべき普通株式

数 
＝

本件種類株主が 
転換請求のために提出した 
本件種類株式の発行価額総額

転換価額 



生じたときはこれを切り捨
て、現金による調整は行わ
ない。 

ニ.転換の効力は、転換請求書
および本件種類株式の株券
が発行会社に到着した時に
発生する。但し、本件種類
株式の株券が発行されない
時は、株券の提出を要しな
い。 

(14)期中転換があった場合の取扱
い 
本件種類株式の転換により発行
された普通株式に対する最初の利
益配当金または中間配当金は、転
換の請求が４月１日から９月30日
までになされたときは４月１日
に、10月１日から翌年３月31日に
なされたときは10月１日、それぞ
れ転換があったものとみなしてこ
れを支払う。 
(15)株式の併合又は分割、新株引
受権等 
発行会社は、法令に別段の定め
がある場合を除き、本件種類株式
について株式の併合又は分割を行
わない。発行会社は、本件種類株
式に対し、新株引受権又は新株予
約権もしくは新株予約権付社債の
引受権を与えない。 
(16)優先順位 
優先配当金ならびに残余財産の
分配の支払順位は同順位とする。 
(注)１ 割当予定先については、

現時点での予定である。 
２ 普通株式の新株式発行要

領は株式併合（10：１）
を前提としたものであ
る。 

  
Ⅳ 資本減少および資本減少に伴う
普通株式の併合ならびに優先株式
の無償強制消却の件 
 平成17年６月21日開催の当社取
締役会において、資本減少および
資本減少に伴う普通株式の併合な
らびに優先株式の無償強制消却の
件について、平成17年７月19日に
開催予定の臨時株主総会に付議す
ることを決議した。 
  
 議案の要領 
１ 資本減少および資本減少に伴
う普通株式の併合ならびに優先
株式無償強制消却の理由 
当社は、収益基盤の強化を推
進するため、「新中期経営計
画」を策定し、計画に沿って損
失等を計上したことにより、平
成17年３月期に多額の欠損金が
生じているが、その填補のため
に資本の減少を行うものであ
る。 
なお、資本減少に伴い、将来
の普通株式の発行済株式数の適
正化を目的として、普通株式の
併合を行うとともに、将来の配
当負担および潜在株式数の解消
を目的として、Ａ種優先株式お
よびＢ種優先株式を無償で強制
消却するものである。 
２ 資本減少および資本減少に伴
う普通株式の併合ならびに優先
株式無償強制消却の内容 



(1)資本減少の内容 
資本の額25,000百万円を24,000
百万円減少して1,000百万円とす
る。 
なお、払戻しを行わない無償の
減資とする。 
(2)普通株式併合の内容 
普通株式の発行済株式の総数２
億株について、10株を１株に併合
することにより、2,000万株とす
る。 
(3)優先株式無償強制消却の内容 
Ａ種優先株式（5,000万株）お
よびＢ種優先株式（2,500万株）
のすべてを無償で強制消却する。 
(4)なお、その他の必要な事項に
ついては、取締役会に一任する。 
  
Ⅴ 資本準備金減少の件 
平成17年６月21日開催の当社取
締役会において、資本準備金減少
の件について、平成17年７月19日
に開催予定の臨時株主総会に付議
することを決議した。 
  
議案の要領 
当社は、平成17年３月期におい
て多額の欠損金が生じており、資
本減少に加え、商法第289条第２
項の規定に基づき、当社の資本準
備金15,025,880,173円を 
14,775,880,173円減少し欠損の填
補に充当させる。なお、資本準備
金減少の効力の発生は、資本減少
の効力発生を条件とする。 
  
Ⅵ 第三者割当増資後の資本減少な
らびに資本準備金減少の件 
平成17年６月21日開催の当社
取締役会において、平成17年９
月29日に予定されている第三者
割当増資後の資本減少ならびに
資本準備金減少の件について、
平成17年７月19日に開催予定の
臨時株主総会に付議することを
決議した。 
  
議案の要領 
１ 第三者割当増資後の資本減少
ならびに資本準備金減少の理由 
当社は、平成17年３月期におい
て多額の欠損金が生じており、上
記「Ⅰ「私的整理に関するガイド
ライン」について」に記載の債務
免除ならびに「Ⅳ 資本減少およ
び資本減少に伴う普通株式の併合
ならびに優先株式の無償強制消却
の件」に記載の資本減少および
「Ⅴ 資本準備金減少の件」に記
載の資本準備金の減少をもっても
解消できない欠損金について、平
成17年９月29日に予定されている
第三者割当増資後に資本および資
本準備金を減少し、資本の欠損の
填補に充てるものである。 
２ 第三者割当増資後の資本減少
ならびに資本準備金減少の内容 
当社の資本金は、上記「Ⅳ 資

本減少および資本減少に伴う普通
株式の併合ならびに優先株式の無
償強制消却の件」に記載の資本減
少後に実施される「Ⅲ 第三者割
当による新株式発行について」に
記載の第三者割当増資により



  
前へ     

20,500,000,270 円 増 加 し て
21,500,000,270円となる見込みで
あるが、この資本の額 
21,500,000,270円を 
7,500,000,270円減少して、資本
の額を14,000百万円とする。減少
し た 資 本 の 額 の う ち
1,500,999,773円を資本の欠損の
填補に備えることとするものであ
る。 
なお、払戻しを伴わない無償の
減資とする。 
当社の資本準備金は、上記「Ⅴ 
資本準備金減少の件」に記載の資
本準備金の減少後に実施される
「Ⅲ 第三者割当による新株式発
行について」に記載の第三者割当
増資により20,500,000,270円増加
して20,750,000,270円となる見込
みであるが、この資本準備金
20,750,000,270円を 
17,225,000,270円減少し、その全
額を資本の欠損の填補に充てるこ
ととするものである。なお、この
資本準備金減少の効力発生は第三
者割当増資後の資本減少の効力発
生を条件とする。 

以  上 



(2) 【その他】 

該当事項はない。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法第25条第１項

各号に掲げる書類は、次のとおりである。 

  

  

  
有価証券届出書及び
その添付書類 

第三者割当による新株式発行   平成17年６月８日提出 

  臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第２号に基づく臨時報告書 
（第三者割当によるＣ種優先株式発行
の取締役会決議） 

  平成17年６月８日提出 

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第３期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  平成17年６月29日提出 

  
有価証券報告書の訂
正報告書 

平成17年６月29日付提出の有価証券報
告書に係る訂正報告書 

  平成17年７月15日提出 

  
有価証券届出書の訂
正届出書 

平成17年６月８日付提出の有価証券届
出書に係る訂正届出書 

  平成17年８月２日提出 

  
臨時報告書の訂正報
告書 

平成17年６月８日付提出の臨時報告書
に係る訂正報告書 

  平成17年８月２日提出 

  
有価証券届出書の訂
正届出書 

平成17年６月８日付提出の有価証券届
出書に係る訂正届出書 

  平成17年８月19日提出 

  
臨時報告書の訂正報
告書 

平成17年６月８日付提出の臨時報告書
に係る訂正報告書 

  平成17年８月19日提出 

  臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項および企
業内容等の開示に関する内閣府令第19
条第２項第３号に基づく臨時報告書 
（特定子会社の異動） 

  平成17年９月22日提出 

  
有価証券届出書の訂
正届出書 

平成17年６月８日付提出の有価証券届
出書に係る訂正届出書 

  平成17年９月22日提出 

  臨時報告書 

証券取引法第24条の５第４項ならびに
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第３号および第４号に基づ
く臨時報告書 
（親会社および主要株主の異動） 

  平成17年９月29日提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はない。 

  



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１６年１２月１７日

株式会社フジタ 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社フジタの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４

月１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社フジタ及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

新日本監査法人 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 松  村  俊  夫  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 矢  部  雅  弘  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 関  口     茂  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年１２月１６日

株式会社フジタ 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社フジタの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４

月１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算

書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社フジタ及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は新株発行費等について従来繰延資産として商法施行規則に規定する

最長期間（３年間）にわたり均等償却してきたが、当中間連結会計期間より支出時に全額費用として計上する方法に変

更した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

新日本監査法人 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 松  村  俊  夫  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 矢  部  雅  弘  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 関  口     茂  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 鈴  木  博  貴  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１６年１２月１７日

株式会社フジタ 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社フジタの平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第３期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月

１日から平成１６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社フジタの平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４

月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

  

  

新日本監査法人 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 松  村  俊  夫  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 矢  部  雅  弘  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 関  口     茂  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成１７年１２月１６日

株式会社フジタ 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株

式会社フジタの平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第４期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月

１日から平成１７年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中

間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社フジタの平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４

月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は新株発行費等について従来繰延資産として商法施行規則に規定する

最長期間（３年間）にわたり均等償却してきたが、当中間会計期間より支出時に全額費用として計上する方法に変更し

た。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

  

  

新日本監査法人 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 松  村  俊  夫  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 矢  部  雅  弘  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 関  口     茂  ㊞ 

指 定 社 員 

業務執行社員
公認会計士 鈴  木  博  貴  ㊞ 

  
※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。 
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